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Thepurposeofthisstudyisinvestigatetherelationbetweenanadministrativedistrictandthe

facility-servicearea・

Ｓｏ,westudiedthesethingsonthreeprefectures：Kagoshima/Miyazaki/Oita、

First，weclassifiedthekindsofthefacility-serviceareasinlOtypesbasedｕｐｏｎｔｈｅｆｒｏｍｏｆ

ｔｈｅａｄｍinistrativedistrict：city-town-villageareaandcity-countyarea・Next，weanalyzedthe

characteristicsofeachtypeandthewhole・Next,wemadetheformationprocessesofadministra‐

tivedistrictclear､Next,wemadeconstiuentsofeveryfacility-serviceareaclear・Furthermore,we

analyzetheseresultssynthetically，

Asaresult,wemadeitclearthatthefacility-serviceareasinthreeprefecturesweregreatlyin‐

fluencedbytheadministrativedistricts（thecity-countyareainparticular）andtheformation

processes；whatismorewereinfluencedbyanoldadministrativedistrict・Andasimilarcharacter‐

isticwasexhibitedinKagoshimaandMiyazaki,However,therelationshipbetweenthesefunctions

wasdifferentinOita．

１．研究の背景

地域施設・サービスが充実し，効率よく営まれるた

めには，施設・サービスの受益範囲（以下施設圏域と

略す）が各々複数の要素を相互に考慮し，設定される

べきである。そして，施設圏域はそれ自体住民の生活

行動に深く関わり，多大な影響を与えるものであるか

ら，とりわけ住民の生活圏に対する熟慮が必要である。

現施設圏域の多くには，市町村や市郡といった行政区

域を住民の生活圏とみなし，これらの行政区域を基準

に設定されている現状が窺える。しかし，これらの行

政区域は既存のものとして疑われることなく，いわば

盲目的に生活圏として認識されているものである。そ

こで，行政区域が歴史的にどのような成立過程を経て

きたか，また施設圏域が行政区域とどのような関係を

もち得るかを明らかにすることは地域施設計画の中で

重要な課題である。

２．研究の目的

本研究はこのような背景のもと，鹿児島県（本土の

み)／宮崎県/大分県の三県を対象に，施設圏域に関す

る分析を行う。

まず，各種施設圏域の現状を把握するために，施設

圏域がどのような形態を為しているかを行政圏域との

関係より明らかにする。次に，先述のように住民の生

活圏とみなされ，施設圏域の多くに影響を与えている
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【図１】鹿児島県の市郡・市町村区域【図２】宮崎県の市郡・市町村区域【図３】大分県の市郡・市町村区域

行政区域について，市町村と市郡（郡）という二つの

行政区域を軸に，これらがどのような成立過程を歩ん

できたかを明らかにする。そして，以上の結果をもと
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に行政区域が施設圏域に与える影響を行政区域の歴史

的変遷の中に探る。

３．研究の方法

具体的には以下の方法にそって分析を行う。

①三県において各種施設・サービス項目（以下施設項

目と略す）ごとに施設圏域調査を行った。その結果，

鹿児島県34施設項目，それら施設項目の総圏域数490

圏域，宮崎県36項目/387圏域，大分県34項目/419圏域

となった。それら施設圏域を設定年と共に施設の管轄

機関別に記載した一覧表を掲載する。【表１】

②施設圏域が市町村・郡・市郡といった行政区域を基

準に設定されていると仮定し，施設圏域の形態を10タ

イプ（Ａ,Ｂ,Ｃ,Ｄ,Ｅ,Ｆ,Ｇ,Ｈ,1,J）に類型した。Ａ,Ｂ,Ｃ

を行政区域をそのまま適用した形態，Ｄ,Ｅ,Ｆ,Ｇを行

政区域を単位に合併して設定された形態，Ｈ,1,Ｊを行

政区域の影響の少ない形態とみなす。【表２】

なお，現行政制度における行政区域は市町村のみで

あるが，本研究では，過去に行政区域として機能して

おり，現在も住民になじみのある生活圏として地理的

【表２】行政区域を基準に類型した施設圏域の圏域形態
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友情・高附野板井・関屋：鹿児島県/宮崎県/大分県における施設・サービス圏域と行政区域の関係について１３３

名称の存続する郡・市郡も行政圏域とみなす。各県の

行政区域は鹿児島【図1】，宮崎【図2】，大分【図3】

である。

③各県ごとに②で類型した10施設圏域形態それぞれの

タイプに属する施設圏域数及び総施設圏域数に対する

各タイプに属する施設圏域数の割合を各施設項目ごと

に求め，更にこれらの小計を行政区域適用形態（Ａ～

Ｃ)，行政区域合併形態（Ｄ～Ｇ)，行政区域の影響少

の形態（Ｈ～Ｊ）ごとに求める。

④Ａ～Ｊ各形態ごとに，それぞれに属する施設圏域が

具体的にどのような市町村区域・郡区域・市郡区域お

よび行政区域以外の地域により構成されているかを明

らかにする。

⑤行政区域（市町村・市郡）が歴史的にどのような成

立過程を歩んできたかを文献調査により明らかにする。

⑥③～⑤の結果を総合し，行政区域の形態とその歴史

的成立過程が施設圏域にどのように関与しているかを

明らかにする。

４．施設圏域の形態と行政区域の関係分析

三県の各施設項目ごとにおける，行政区域を基準に

類型した施設圏域形態Ａ～Ｊ各タイプに属する施設圏

域数及び総圏域数に対する割合は【表3】のようになっ

た。これよりよみとれる特徴は以下の通りである。

・三県共にＡ型（市町村区域型）に属する施設圏域が

多い。しかしこれは「商工会議所・商工会（宮崎県に

おいては更に宅配便圏域)」の殆どが市町村単位であ

るなど，偏った施設項目の施設圏域にみられる特徴で

あり，また市町村区域自体がもともと区域数が多いた

め，一概にＡの形態が施設圏域一般においてそのまま

適用されているとはいえない。

・三県共にＣ型（市郡区域型）に属する施設圏域が多

く，特に大分県においては，他二県と比べこのＣ型と

Ｇ型（市郡区域合併型）といった市郡区域を基準に適

用あるいは合併した形態に属する施設圏域が多い。ま

た，同県においてこのどちらかの形態に属する施設圏

域を設定していない施設項目は「商工会議所・商工会」

のみであり，他二県においてもこの両形態に属する施

設圏域を設定している施設項目は他の形態と比べて多

い。各施設項目は，この両形態に属する施設圏域を同

時に設定しているものよりもどちらか片方を設定して

いるものが多い。即ちこれは施設圏域が一般的に市郡

区域を基準とした形態をとっていることのあらわれで

あり，施設・サービスの内容によって圏域の規模を市

郡区域の適用/合併により決定していると推測できる。

・三県共にＣ型（市郡区域型）に比べてＢ型（郡区域

1型）に属する施設圏域，またＧ型（市郡区域合併型）

に比べてＦ型（郡区域合併型）に属する施設圏域が少

ない。特にＦ型に属する施設圏域は鹿児島県と大分県

の「福祉事務所」にごくわずかに設定されているだけ

ある。これは郡区域１の形態よりも市郡区域の形態が

施設圏域設定に対して強く関係していることを示して

いる。

・鹿児島県と宮崎県においてＤ型（市町村区域合併

型・市郡内）に属する施設圏域が多く，特に鹿児島県

においては10形態中最も高い値を示している。中でも

｢農業改良普及所」においてこの形態に属する施設圏

域が多い。大分県においては逆にこの形態に属する施

設圏域は他二県に比べ極端に少ないが，三県共に「し

尿処理施設｣，「ごみ焼却場」（宮崎県においては若干

少ない）においては各県の他の施設項目より比較的多

く設定されている。これらの施設はその内容に即し類

似した圏域設定手法をとっていると推測される。

・市町村区域を複数合併した形態であるＤ型（市町村

区域合併型・市郡内）とＥ型（市町村区域合併型・市

郡境界横断）を比較すると，鹿児島県と宮崎県はＥ型

よりＤ型に属する施設圏域が明らかに多いのに対し，

逆に大分県ではＥ型に属する施設圏域が多い。

・行政区域をそのまま適用したとみなせる形態(Ａ～

Ｃ）に属する施設圏域が大分県68.7％，宮崎県62.7％

と高い割合を占め，鹿児島県においても49.0％とほぼ

半数を占める。また，これに行政区域を合併して設定

されたとみなせる形態（Ｄ～Ｇ）に属する施設圏域を

加えると，三県共に施設圏域全体の九割以上を占める。

・行政区域の影響が少ないとみなせる形態(Ｈ～J）に

属する施設圏域は三県共に一割にみたないが，更にこ

れらの圏域を設定している施設項目数をみると，鹿児

島県においては全34施設項目の内８項目，宮崎県は全

36施設項目の内８項目，大分県は全34施設項目の内４

項目であり，この形態に属する施設圏域は一部の施設

項目において設定されているにすぎない。また，この

形態に属する施設圏域が特に鹿児島県の郵便番号区域

に多く設定されていた。他の二県においてはこの圏域

について調査を行っていないため，三県を揃えた上で

の分析が必要である。

・三県共に市郡区域の境界線を横断して設定されてい

る形態，即ちＥ型（市町村区域合併型・市郡境界横断）

とＪ型（その他・市郡境界横断）に属する施設圏域の
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【表３】施設圏域項目毎にみた施設圏域の形態と各形態に属する施設圏域数（鹿児島県/宮崎県/大分県）



【表

友情・高附⑳板井・関屋：鹿児島県/宮崎県/大分県における施設・サービス圏域と行政区域の関係について１３５

合計は全施設圏域の約一割程度である。 施設圏域構成一Ａ型一

５．施設圏域の構成分析

各県ごとに，Ａ～Ｃ型に属する施設圏域については

どのような行政区域がそのまま適用されているか，

Ｄ～Ｇ型に属する施設圏域についてはどのような行政

区域の組み合わせにより構成されているか，Ｈ～Ｊ型

に属する施設圏域についてはどのような行政区域と行

政区域以外の地域の組み合わせにより構成されている

かについて明らかにする。

5-1．Ａ型（市町村区域型）に属する施設圏域

Ａ型に属する施設圏域を設定している施設項目およ

びそれらの圏域に適用されている市町村区域は【表4】

に示す通りである。この表が示すように，三県共に商

工会議所・商工会圏域（宮崎県は更に宅配便圏域）が

全て市町村単位（鹿児島県は鹿児島市，川内市以外）

で構成されているため，各県を構成する全市町村区域

が一通りは適用されているが，これを除いた場合，Ａ

型に属する施設圏域に適用されている市町村区域は，

鹿児島県

垂水市・鹿屋市(7)，鹿児島市・串木野市(5)，枕崎市・

川内市・出水市(4)，指宿市・阿久根市・喜入町(3)，

加世田市・川辺町(2)，大口市・国分市・金峰町など

18市町(1)

宮崎県

串間市(9)，えびの市(6)，延岡市・椎葉村・西米良村

(4)，宮崎市・北浦町・北川町・北方町(3)，小林市・

西都市・佐土原町・綾町・北郷村・西郷村・南郷村・

諸塚村(各２)，日向市・都城市・高千穂町など10市町

村(各１）

大分県

別府市(10)，臼杵市・津久見市(9)，大分市・佐賀関

町(6)，中津市(5)，杵築市・宇佐市・湯布院町・姫島

村(4)，佐伯市・竹田市・日田市(3)，豊後高田市・山

香町・野津町・玖珠町(2)，上浦町・蒲江町・宇目町

など14町村(1)

である。なお，（）内の数字は各市町村区域を適用し

た形態をとる施設圏域数を示す。

以上より，三県ともにＡ型に属する施設圏域の中で

も市区域を適用した形態をとる施設圏域が多いことが

わかる。その反面，鹿児島県の喜入町や，宮崎県の椎

葉村・西米良村・北浦町・北川町・北方町，大分県の

佐賀関町・湯布院町・姫島村など，施設圏域に数多く

適用される町村区域が一部の町村区域だけであること

＊１；Ａ型に属する舶銀圏域数/各舶澱頭目の総圏域数

施設圏域構成一Ｂ型

施設項目の綴目域数＊２

施設･サービス項目 *２ Ｂ型に属する施調圏域に適用されている:枢域

鹿
児
島
県

県会議員選挙区

橘t事務所

医師会

宅配便(ﾔﾏﾄ鞘）

4項目

6/2０

3/1９

2/1６

1/2７

12圏域

揖宿郡､川辺郡,日間郡離郡,出水郡,肝属郡
揖宿郡､川辺郡,肝属郡

日間郡薩瞬；

薩摩郡

6郡区域

宮
崎
県

県会議員選挙区

NTr(瀕所）

2項目

3/1６

l/８

4圏域

宮崎郡,西諸県郡,北諸県郡

児湯郡

4部区域

大

〃､

県会識員選挙区

宅配便(ペリカン便）

消防組合

福祉事務所

9/23

2/2２

1/１５

1/1７

西国東郡,速見郡,大分郡
■■■■■｡｡●ー●‐＝■や｡争一●｡●■。■■■■

日田郡,下毛郡､宇佐郡

,北海部郡,南海部郡,直刷
｡‐ー一一■②ロ●＝■■‐●巳●●●｡●幸｡‐一己－■｡■‐■

日田郡,宇佐郡

大分郡

南海部郡
〃

県

医師会

瞥察署

し尿狐j鋤殴

ごみ焼却場

8項目

1/1７

1/1８

1/2０

l/2４

17圏域

下毛郡

速見郡

下毛郡

下毛郡

9潮X域

施設･サービス項目 ＊１ Ａ型に属する力､塑浬壇に適用されている市町村区域

鹿
児
島
県

商T会鐘軒･商工会

福祉剣躍所

ごみ焼劃嶋

県会議員選挙区

ＪＡ

火葬場

視圃Zﾗｲプﾗﾘー センター

し尿処理煎離

医師会

消間擁I合

宅配便(ヤマト運輸）

保函１斤

郵便番号区域

13項目

69/7３

12/1９

12/2４

9/2０

8/1９

6/2３

5/1７

4/2１

3/1６

3/1７

3/2７

1/1２

1/2９

136圏餓

鹿児島市．川内市以ﾀ1の鹿児圏黒を構成する全市町村区域

j鑓亜.搬麺.､蝉嘘.嘩翫､.』鋤蟹寸iz,111砿2．
阿久根市．出水市も大口市．国分市,垂水市.鹿屋市

指宿市も喜入町も川辺町.鹿児島市,桜島町．串木野市，

末吉町、垂水市.鹿屋市.串良町.内之浦町,佐多町

指宿市.材蔚市も加世田市．串木野市．川内市；阿久根市．

出水市.垂水市,鹿屋市

知騨mli崎市トメd甑1Ｋ鑑甑Ｘ入来町,有卵T,高u虜Ｘ吾平町

川辺町，阿久根市.野田町.高尾野町．出水市,垂水市

鹿児島市．垂水市．鹿屋市．金蝉町.財部町

喜入町,鹿児島市,垂水市,鹿屋市

串ｵ咽ｆ市．川内市.鹿屋市

喜入町．串木野市.垂水市

川内市．出水市,鹿屋市

鹿児島市

材埼市

71市町材区域(商T塗鎧所･商T塗圏域を齢､超W拾30）

宮
崎
県

商T会潜りｆ･商工会

宅配便(ペリカン便）

消防組合

ごみ処理場

し尿処理腕扱

県会譲員選挙区

火葬場

農築改良普及所

警察署

ＪＡ

食肉衛生所

西本願寺

視闘&ﾗｲプﾗﾘー センター

保晦計

土木事務所

15項目

44/4４

44/4４

15/2１

15/2２

15/2５

7/1６

2/1２

2/1３

2/1３

2/1３

1／６

1／９

1／９

1/1０

1/1１

153圏域

蔀in鳥を構成する全市町村区域

宮曝腺を構成する全市町村区域

銅市;西都市,串間市Ｉ高千鯉、日之影ﾛＸ五ケ溺弧北浦町

lJIl既オ防ﾛｵ瞬杭西郷杖『鯛琳諸堀村,椎葉村,西米良村

延岡市,宮崎市.えびの市小林市６４醜11Ｌ北Ⅱ1町,１１坊町１

左土鳳凧騨７，１b餅批西鰯､南郷杖諸iR柱椎葉村’西米良村

鋼Iii‘.j騨睡j謹蹴.え(＃prm農11嘘.jI麺j､掴鳳..…．
妨可.剛1町,新1戯1I佐土原ﾛＩ銅,櫓葉村.西米良村.須木村

堕岡市，日向市,宮崎市えびの市小林市都域応串118市

渦間市,西米良村

えひ§の市，串間市

えびの市，串間市

えびの市，串間市

高鶴町

柑譲村

高鍋町

串間市

串間市

“市町材区域(商工会溌ﾂf･麺会域を除いた場合27）

大
分
県

商T全通壷・商工会

ＪＡ

宅配便(ペリカン便）

福祉事務所

県会議員選挙区

ごみ焼却3３

し尿処理随墾

消防組合

雷察署

医師会

簡易裁判所

保便湧『

１２項目

58/5８

22/3４

13/2２

11/1７

11/2３

11/2４

8/2０

5/1５

5/1８

4/1７

1／９

1/1３

151圏域

大分県を構成する全市町村区域

姫島杖細柿杵蕊覗日&Ｍ３１，ｕ盾瓢大分流瀞i暇ﾖﾖＩ

ｆ遊砥.遡り誠L蝿麺.蕊瓢.tm醜麺i琴i逃I亀A錘.．
玖珠飢天溺弧ﾌk山日161瀬埴杜宇佐市陶ﾒ損Ｉ安心#詞

姫島村，別脊市､ｕ暦町.渦ﾛ布院町b臼杵市,津久見市．
■■●＝●●●①｡｡●ウウー●つ■‐｡●●‐｡●■｡｡‐■ー‐■■■-口｡□｡‐一●－◆一一一＝~一一一画香宇宇一●

佐郵願J,読輯Ｘ緒方町九通虹玖珠日、日田市b字粧市

.騨鎚E嘘.別嚇､.j塞駆.大分7,.E獅i,..漣L見前i2．
佐伯市.竹田市；日田市，中津市.宇佐市

塑鰯田市2.,嘘ti,､撹瓢.大城1.自制i,.連久見Ifi:．
佐伯市，竹田市ｂ日田市．中津市．宇佐市

･砲
2k麺jh､翻砺瓢目溢２.趣誠...錘
上澗ﾖｴ蒲mIT・宇目町．中津市

錘琳別W硫大ﾀ柿織布院日Ｋ臼１柿,iiW誠極陣１幅市

別府市．大分市､臼杵市.津久見市.佐賀関町

5崎市,杵築市臼杵市,津久見市.佐賀関町

別府市．臼杵市,津久見市b中津市

別府市

別府市

58市町材区域(＃覇Ｔ今縫鰯ｆ・顧士会尭醗$,､た鳩舎31）



Iま特徴的である。

5-2．Ｂ型（郡区域１型）に属する施設圏域

Ｂ型に属する施設圏域を設定している施設項目およ

びそれらの圏域に適用されている郡区域は【表5】に

示す通りである。この表が示すように，Ｂ型に属する

施設圏域に適用されている郡区域は，

鹿児島県

薩摩郡(3)，揖宿郡・川辺郡・日置郡・肝属郡(2)，出

水郡(1)

宮崎県

宮崎郡・西諸県郡・北諸県郡・児湯郡(1)

大分県

下毛郡(4)，速見郡・大分郡・日田郡・宇佐郡・南海

部郡(2)，西国東郡・北海部郡・直入郡(1)

である。なお，（）内の数字は各郡区域を適用した形

態をとる施設圏域数を示す。

三県共に施設圏域に適用されない郡区域が存在する。

５－３．Ｃ型（市郡区域型）に属する施設圏域

Ｃ型に属する施設圏域を設定している施設項目およ

びそれらの圏域に適用されている市郡区域は【表6】

に示す通りである。この表が示すように，Ｃ型に属す

る施設圏域に適用されている市郡区域は，

鹿児島県

伊佐市郡(１５)，出水市郡・曽於市郡(13)，揖宿市郡・

日置市郡(9)，鹿児島市郡・肝属市郡(8)，川辺市郡(7)，

姶良市郡(6)，薩摩市郡(4)

宮崎県

北諸県市郡・西臼杵市郡(17)，西諸県市郡・南那珂市

郡(15)，児湯市郡(7)，東諸県市郡(6)，宮崎市郡(5)，

東臼杵市郡(4)

大分県

南海部市郡(21)，下毛市郡(13)，大野市郡・直入市郡

(11)，西国東市郡・東国東市郡・玖珠市郡・宇佐市郡

(10)，日田市郡(9)，速見市郡(6)，大分市郡・北海部

市郡(5)

である。なお，（）内の数字は各市郡区域を適用した

形態をとる施設圏域数を示す。

三県共に全ての市郡区域が施設圏域に適用されてい

るが，市郡区域によって施設圏域に適用される数にば

らつきがある。

５－４．Ｄ型（市町村区域合併型・市郡内）に属す

る施設圏域

Ｄ型に属する施設圏域を設定している施設項目およ

びそれらの圏域を構成する市町村区域の組み合わせは
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施設圏域構成一Ｃ型一

域 項目の紘圏域数＊

施股‘サービス項目 ＊３ Ｃ型に属する施股圏域に適用されている市郡区域

鹿
児
島
県

農林事務所

税務署

耕地事務所

公共鞍業安定所

保健所

土木事務所

ＪＡ

西本願寺

医師会

公立学校学区

県税事務所

視層鮎ライブラリーセンター

県会嬢貝選挙区

家密保健衛生所

伝染病隔陸痢舎

消防組合

農業改良普及所

警察署

ごみ焼却場

患者輸送タクシー

東本厘寺

福祉事務所

し尿処頚捻腔

宅配便（ヤマト運輸）

24項目

9／９

8／９

8／９

7/1１

7/1２

7/1３

6/1９

5/1０

5/1６

4/1０

3／６

3/1７

3/2０

2／６

2／９

2/1７

2/2１

2/2２

2/2４

l／４

1／６

1/1９

l/2１

1/2７

92固域

揖宿市郡，川辺市郡．日圃市郡･麗摩市郡．出水市郡

伊佐市郡 姶良市郡 曽於市郡，肝属市郡

撰宿市郡

出水市郡

川辺市郡

曽於市郡

鹿児島市郡．日囲市郡．寵摩市郡

肝属市郡

川辺市秘

姶良市郡

日匠市郡

曽於市郡

薩摩市郡．出水市郡．伊佐市郡．

肝属市郡

御宿市日,川辺市忍.鹿児岡市忍.Ｂ園市恩.出水市g‘曾於市風肝風市息

御宿市思.川辺市冨．日価市湧,出水市恩.伊佐市9.首於市風肝日市恩

御宿市恩.川辺市風鹿児島市9.日因市恩.出水市恩,伊佐市恩.曽於市恩

揖宿市覇，鹿児島市移，日団市慾，出水市逼･伊佐市麗．姶良市園

出水市郡．伊佐市郡，姶良市郡．曽於市郎．肝属市郡

鹿児島市郡．出水市郡，伊佐市郡．姶良市郡．曽於市郡

批宿市郡．日種市郡，薩摩市郡．出水市郡

川辺市郡，曽於市郡．肝属市郡

抑宿市郡．出水市郡･伊佐市郡

鹿児島市郡．伊佐市郡．曽於市郡

曽於市郡．肝属市郡

出水市郡．伊佐市郡

鹿児島市郡･曽於市郡

鹿児島市郡．伊佐市郡

批宿市郡，伊佐市郡

出水市郡・伊佐市郡

姶良市郡

日圃市郡

曽於市郡

伊佐市郡

伊佐市郡

10市郡区域

宮
崎
県

敦育事駒所

医師会

視周覚ライブラリーセンター

土木事務所

税務署

公共戟業安定所

県税事務所

艮林撮興局

２次臣潅囲

火葬場

良業改良普及所

JＡ

法務局

福祉事務所

ＮＴＩ,（営業所）

西本国寺

保健所

公立学校学区

県会銀貝選挙区

ごみ処理堵

警察署

消防組合

商工労政事務所

食肉衛生所

NTI,（市外局番）

九州吐力

し尿処理雄股

”項目

6／７

6/1０

5／９

5/1１

4／６

4／７

4／７

4／７

4／７

4/１２

4/1３

4/１３

3／５

3／５

3／８

3／９

3/1０

3/１１

3/１６

2/2２

2/1３

2/2１

1／４

l／６

1／６

1／９

1/2５

86圏域

西臼杵市恩.東臼杵市葛,児過市葛,西闘県市9,1噸県市恩,甫昂珂市厨

西臼杵市固‘東諸､市鳳宮崎市面.西鮒県市恩,北鮒県市9.南踊珂市GＢ

西臼杵市郡，児湯市郡，西諸県市郡．北翻県市郎．南那珂市郡

西臼杵市郵･東諸県市郡．宮崎市郡･西鮒県市郡．北賭県市郡

児湯市郡．西諸県市郡．北賭県市郡．南那珂市郡

児湯市郡．西議県市郡・北賭県市郡，南那珂市郡

児渦市郡，西錯県市郡．北鮒県市郡．南那珂市郡

西臼杵市郡．西賭県市郡．北賭県市郡．南那珂市郡

児湯市郡．西諸県市郡．北鯖県市郡，南那珂市郡

西臼杵市郡．東諸県市郡．宮崎市郡，西賭県市郡

西臼杵市郡 東諸県市郡 宮崎市郡，北鮒県市郡

西臼杵市郡 東諸県市郡 宮崎市郡．北賭県市郡

西臼杵市郡 東臼杵市郡 南那珂市郡

西臼杵市部 東臼杵市郡 児湯市郡

西臼杵市郡 北諸県市郡 南那珂市郡

西諸県市郡 北諸県市郡 南那珂市郡

西臼杵市郡 西諸県市郡 北諸県市郡

西臼杵市郡 西諸県市郡 北諸県市郡

西臼杵市郡 東臼杵市郡 東賭県市郡

西臼杵市郡 南那珂市郡

西臼杵市郡 北諸県市郡

西鮒県市郡 北諸県市郡

南那珂市郡

西甜県市郡

南那珂市郡

南那珂市郡

西臼杵市郡

8市郡区域

大
分
県

展業改良普及所

土木事務所

地方援興局

中小企業労働相駿所

保健所

聾察瑠

医師会

税務署

戻潅函

し尿処理麹股

ごみ処理場

消防組合

県会磯貝選挙区

県税事務所

公共唾乗安定所

宅配便（ペリカン便）

JＡ

青果物油罰阻

地方家庭政判所

教育事務所

視眉党ライブラリーセンター

NTI,（市外局番）

簡易哉判所

公立学校学区

24項目

12/1２

12/1２

１２/1２

12/1２

9/１３

9/１８

8/1７

6／９

6/1０

6/2０

6/2４

5/1５

3/2３

2／７

2／８

2/2２

2/3４

1／５

／６

／６

／６

／８

／９

1/1８

121圏域

西国東市恩.東国東市葛,遼見市葛,大分市忍.北海脇市思.南海部市風．

大野市籾．直入市懲．玖珠市郡，日田市混．下毛市風宇佐市混

西国東市恩.東国東市葛.速見市遍.大分市ｇ･北海紐市９.開海部市恩．

大野市邸，直入市忍．玖珠市郵，日田市罰．下毛市圏．宇佐市薗

西国東市g,東国東市冨.速見市9.大分市g‘北栂郁市9.甫橡部市9．

大野市郡.直入市郡.玖珠市風日田市風下毛市麗．宇佐市思

西国東市目.東国東市忍.速見市風大分市邸,北海部布目･南海部市湧

大野市瓢．直入市風玖珠市忍，日田市風下毛市湧，宇佐市駆

西国東市郡，東国東市郡
■●Ｃ‐｡●‐‐●②■つつＣ凸◇－つ一つ‐一一・

玖珠市郡．日田市郡

南海部市郡．大野市郡，直入市郡卜

下毛市郡．宇佐市郡

西国東市郡．東国東

玖珠市郡･日田市郡

7郡.南海部市郡，大野市郡．直入市郡

下毛市郡．宇佐市郡

西国東市郡．東国東

玖珠市郡．日田市郡

了郡,南海部市郡，大野市郡，直入市郡，

宇佐市郡

大分市邸.北海部市部,南海部市風大野市郡，直入市邸．下毛市郡

東国東市忍，速見市認．南海部市風大野市郵．直入市郡．下毛市翻

南海部市郡，大野市郡．直入市瓢,玖珠市郎，日田市風．宇佐市郵

西国東市郡．速見市郡．直入市駆．玖珠市邸，日田市風，宇佐市麗

西国東市郵．東国東市郡．南海部市邸．下毛市邸．宇佐市鹿

東国東市郡．大野市認．玖珠市郡

南海部市郡 下毛市郵

南海部市郡 下毛市郡

南海部市郵 下毛市邸

西国東市郡 南海部市郡

南海部市郡

南海部市郡

南海部市郡

南海部市郡

下毛市郡

南海部市郡

南海部市郡

12市郡区域



施設圏域構成一Ｄ型一

＊５；Ｅ型に属する施股

【表7】（各組み合わせ凡例【表9】）に示す通りであ

る。この表が示すように，Ｄ型に属する施設圏域を構

成する市町村区域の組み合わせは，

鹿児島県

dK36(8)，ｄＫ３２(7)，ｄＫ７３・ｄＫ７６(6)，ｄＫ６６(5)，

dK13･ｄＫ３４･ｄＫ４０・ｄＫ５１(4),ｄＫ３・ｄＫ１２・ｄＫ３３・

dK39･ｄＫ５０･ｄＫ６７(3)，ｄＫ７・ｄＫ９・ｄＫ１１・ｄＫ２３・

ｄＫ３０・ｄＫ３８・ｄＫ６０(2)，他56組み合わせ(1)

宮崎県

dM1(10)，ｄＭ２･ｄＭ２４(9)，ｄＭ１０･ｄＭ１１(5)，ｄＭ１２

(3)，ｄＭ３・ｄＭ１３・ｄＭ１８(2)，他16組み合わせ(1)

大分県

dO4，dO7(4)，ｄＯ３・dO6(3)，他11組み合わせ(1)

である。なお，（）内の数字は市町村区域の各組み合

わせにより構成される施設圏域数を示す。

鹿児島県において実に78通りもの組み合わせが存在

し，同県においては同じＤ型に属する施設圏域でも

多種多様な形態を示すことがわかる。

５－５．Ｅ型（市町村区域合併型・市郡境界横断）に

属する施設圏域

Ｅ型に属する施設圏域を設定している施設項目およ

びそれらの圏域を構成する市町村区域の組み合わせは

【表8】（各組み合わせ凡例【表10】）に示す通りであ

る。この表が示すように，Ｅ型に属する施設圏域を構

成する市町村区域の組み合わせは，

鹿児島県

eK19(3)，ｅＫ１２・ｅＫ２４・ｅＫ２７・ｅＫ３４(2)，他33組み

【表８】施設圏域構成一Ｅ型一

各施股項目の総圏域数

友情・高附・板井・関屋：鹿児島県/宮崎県/大分県における施設・サービス圏域と行政区域の関係について137

各項目の総圏域数＊４；Ｄ型に属する施股

圃設・サービス項目 ＊５ Ｅ型に属する施設圏域を構成する市町村の組み合わせ

鹿
児
島
県

公立学校学区

火葬場

水産業改良普及所

NＴｒ（市外局番）

西本願寺

青果物流通圏

社会保険（国民年金）

患者輸送タクシー

伝染病隔離病舎

消防組合

し尿処理施設

ごみ焼却場

宅配便（ヤマト運輸）

社会保険（厚生年金）

東本願寺

公共職業安定所

保健所

警察署

郵便番号区域

19項目

6/1０

6/2３

4／５

3／６

3/1０

2／３

2／４

2／４

2／９

2/1７

2/2１

2/2４

2/2７

1／４

1／６

1/1１

1/1２

1/2２

1/2９

44圏域

eK6,eK1qeK28,eK29,eK32,eK35

eＫ７ eＫ１２ ｅＫ１９、ｅＫ２７．ｅＫ34．ｅＫ３６

eＫ８ eＫ２３ eK37、ｅＫ３８

eＫ２ eＫ１６ eＫ２２

eＫｌ eＫ１５ eＫ２０

eＫ５ eＫ３３

eＫ３ eＫ２４

eＫ４ eＫ２１

eＫ９ eＫ１７

ｅＫ１１，ｅＫ２５

ｅＫ１３、ｅＫ１９

ｅＫ１９、ｅＫ３４

eK14、ｅＫ１８

eＫ２４

eＫ３０

eＫ２７

eＫ３１

eＫｌ２

eＫ２６

組み合わせ数38通り

宮
崎
県

蚕業指導所

社会保険（厚生年金）

公立学校学区

児童相談所

西本願寺

ごみ処理場

食肉衛生所

公共職業安定所

県税事務所

２次医療圏

ＮＴＴ（営業所）

火葬場

し尿処翻施殴

13項目

3／３

3／４

3/1１

2／３

2／９

2/2２

1／６

1／７

1／７

1／７

1／８

1/1２

1/2５

22圏域

eＭ３･ｅＭ８，ｅＭ１６

eＭ７ eM13，ｅＭ１５

eＭ４ eM5，ｅＭ６

eＭ９ eＭ１５

eＭ２ eＭ１２

ｅＭｌｌ，ｅＭ１７

eＭｌＯ

eＭ１

eＭ１

eＭ１

eＭ１４

eＭｌ７

eＭ１１

組み合わせ数17通り

大
分
県

公立学校学区

NTI,（市外局番）

地方家庭裁判所

簡易裁判所

福祉事務所

宅配便（ペリカン便）

患者輸送タクシー

社会保険事務所

NＴｒ（営業所）

公共職業安定所

疾潅圏

保健所

消防組合

13項目

１１/1２

5／８

4／６

4／９

3/1７

3/2２

2／３

2／４

2／５

2／８

1/1０

1/1３

1/1５

41圏域

e02,e04,eO10,eOll,eOl7,eO20,eO22,eO23,eO25,eO29,eO30

eO6，ｅＯ１２‘ｅＯ１５･ｅＯ２６，ｅＯ３４

eO3，ｅＯ１６，ｅＯ２４，ｅＯ３２

eO8，ｅＯｌ６，ｅＯ２７，ｅＯ３２

eO14，ｅＯ２１，ｅＯ３１

eO18，ｅＯ２８‘ｅＯ３３

e０１．ｅＯ１３

eO9，ｅＯｌ２

e０９．ｅＯ１２

eO7･ｅＯ１５

eＯ５

eＯ５

eＯ１９

組み合わせ数34通り

阻設・サービス項目 ＊４ D型に属する麓設圏域を櫛成する市町村区域の組み合わせ

鹿
児
島
県

農業改良普及所

警察署

し尿処理施設

宅配便（ヤマト運輸）

火葬場

消防組合

視罵覚ライブラリーｾﾝﾀー

ごみ焼却場

土木事務所

医師会

ＪＡ

郵便番号区域

伝染病隔蔭病舎

公共馳業安定所

保健所

西本願寺

県会議員選挙区

水産業改良普及所

18項目

19/2１

16/2２

14/2１

13/2７

11/2３

10/1７

9/1７

8/2４

6/1３

6/1６

5/1９

5/2９

4／９

3/1１

3/1２

2/1０

2/2０

1／５

137圏域

ｄk3,.k7,.k１１，．k20..k２１，．k26,.k33,.k34,.k39,.k40,
ＰＣ‐｡中ＣＣ一●｡●一 一 つ Ｃ Ｇ 一 つ － 由 一 一 ｡ 一 一 Ｃ Ｃ Ｃ 今 ● ‐ ● 一 ｡ － － ｡ ｡ ｡ 一 ● ｡ － ｡ ｡ ● ｡ ｡ ｡ － ● ● ● ● ■ ◆ ● ●

｡k５０．．k５１，．k53,.k63,.k６４，．k66,.k70‘。k73,.k7６

。k１１，．k１２，．k23,.k２４，．k３３，．k３４，．k３９，．k40,.k48,
■■■■－ｰ｡■■■■■ ■ ■ ｡ ■ ■ － ■ ＝ ■ ■ ■ ■ ｡ ■ ■ ■ ● ‐ ｡ － ● ■ ｡ ■ ｡ － ｡ ■ ■ ■ ｡ ■ － ｡ ｡ ● ｡ － ｡ ■ ｡ ｡ ｡ 寺 ● ＝

｡k50,.k５６，．k66‘ｄk６７，．k７１，．k73,.k7４

。k1,.k９，．k１３，．k23,.k３２，．k３６，．k４２，．k44,ｄｋ
ｂ‐｡●●や●●●●一一つ一●●｡－●一一一一由一ＧつＣ一一一一Ｃ一Ｃ一一Ｃや宇一◆－ｃ‐ウー｡◆q

｡k５１，．k６６，．k67,.k73,.k7６

｡k5,.k6,.k12,.k22,dk2adk38,dk41,.k47,.k58,.k66,
■■■■‐ロ■－－年■● ニ ニ ー ー ■ 一 ■ － － － や 一 凸 凸 ‐ ‐ ■ ロ ロ 一 ○ 争 ■ ｡ ｡ ｰ ｰ ‐ ■ ■ ■ ■ ● ら 今 ｡ ‐ ● ■ ｡ ｡ ｡ ■ ｡ ■ ■

dk６７，．k７３，．k7６

dk2,.k3,.k4,.k１３，．k27,.k32,.k36,.k38,.k51,.k65,.k6６

dk9,.k１５，．k29,.k33,.k34,.k39,.k40,.k55,.k57,.k7９

dkl3，。k１６，．k30,.k３２，．k36,.k62‘。k６９，．k７３，．k7６

dk8,.k１３，．k１４，．k２５，．k36,.k４９，．k５１，．k7２

dk32,.k36,.k50,.k60,.k73,.k7７

｡k3,.k7..k12,.k１８，．k75,.k7６

｡k17,.k31‘dk34,dk6adk78

dk35 dk40 dk52，dk54，ｄｋ７６

dklO dk30 dk32，ｄｋ３６

dk32 dk36 dk60

dk32 dk36 dk59

dkl9 dk37

dk46 dk61

dk43

組み合わせ数78通り

宮
崎
県

し尿処理施設

農業改良普及所

ＪＡ

土木事務所

火葬場

医師会

保健所

県会議員選挙区

消防組合

ごみ焼却場

食肉衛生所

NTI,（営業所）

視聴覚ライブラリーｾﾝﾀー

公立学校学区

警察署

港湾事務局

公立職業安定所

県税事務所

２次医痩圏

西本願寺

20項目

8/2５

7/1３

7/1３

5/1１

5/1２

4/1０

3/1０

3/1６

3/2１

3/2２

2／６

2／８

2／９

2/1１

2/1３

1／６

1／７

1／７

1／７

1／９

63圏域

dＭ７，．Ｍ8,.Ｍ１２，．Ｍ１７，．Ｍ１９，．Ｍ２２，．Ｍ２３，．Ｍ2４

dＭ２ dＭ６ ｡Ｍ９，．Ｍ１０，．Ｍ１１，．Ｍ18,.Ｍ2４

dＭ１ ｡Ｍ２ ｡Ｍ１０，．Ｍ１２，．Ｍ１６，．Ｍ１８，．Ｍ2４

｡Ｍ１ ｡Ｍ２ ｡Ｍ１０．．Ｍ１１，．Ｍ2４

｡Ｍ１ ｡Ｍ２ ｡Ｍ１２．．Ｍ１５，．Ｍ2４

dＭｌ ｡Ｍ２ dMlO，ｄＭｌｌ

｡Ｍ２ ｡Ｍ１３，．Ｍ2４

dＭ１０．．Ｍ１１，．Ｍ2４

｡Ｍ３，．Ｍ１１，．Ｍ2４

｡Ｍ３．．Ｍ１４，．Ｍ２０

｡Ｍ１３，．Ｍ2１

dＭ１．．Ｍ２

｡Ｍ１．．Ｍ２

｡Ｍ１，．Ｍ2５

dＭ２，ｄＭ２４

dＭ４

｡Ｍ１ ．

｡Ｍ１

dＭ１

dＭ５

組み合わせ数25通り

大
分
県

ごみ処理場

し尿処理麓殴

JＡ

保健所

消防組合

宅配便（ペリカン便）

公共職業安定所

簡易裁判所

医療圏

医師会

10項目

6/2４

5/2０

4/3４

2/1３

2/1５

2/2２

1／８

1／９

1/1０

1/1７

25圏域

do３，．０６，．０８，．０９．．0１２，．０１４

dＯ１ do2，．０３，．０１．．０６

dO3 dOul，ｄｏ１０，．０１５

dO4 dO7

dO4 dＯｌｌ

dO5dＯｌ３

dO7

dO7

dO7

dO4

組み合わせ数15通り



大分県

eO12(3)，ｅＯ５・ｅＯ１５・ｅＯ１６・eO32(2)，他29組み合

わせ(1)

である。なお，（）内の数字は市町村区域の各組み合
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合わせ(1)

宮崎県

eM1(3)，ｅＭ１１・ｅＭ１５・ｅＭ１７(2)，他13組み合わせ

(1)

鹿児島大学工学部研究報告第３７号（1995）

【表９】 市町村区域の組み合わせ凡例一Ｄ型

県 市郡 凡例 Ｄ型に属する施設圏域を構成する市町村の組み合わせ 施設圏域数

鹿
児
島
県

御
宿
市
郡

川
辺
市
郡

日
置
市
郡

薩
摩
市
郡

出
水
市
郡

姶
良
市
郡

ｄＫｌ

ｄＫ２

ｄＫ３

ｄＫ４

ｄＫ５
ｐ■｡－■■

dＫ６

ｄＫ７
■■‐｡Ｃｑ

ｄＫ８

dＫ９

dＫ１０

ｄＫ１１

ｄＫ１２

ｄＫ１３

４
．
５
》
６
．
７
．
８

１
．
１
．
１
．
１
．
１

Ｋ
一
Ｋ
一
Ｋ
》
Ｋ
－
Ｋ

ｄ
》
ｄ
婚
ｄ
》
ｄ
語
．

ｄＫｌ９
■●■ロー●

ｄＫ２０

ｄＫ２１

ｄＫ２２

ｄＫ２３

ｄＫ２４
■■ロロ｡■

dＫ２５

ｄＫ２６

ｄＫ２７

８
．
９
．
０

２
．
２
．
３

Ｋ
一
Ｋ
一
Ｋ

．
四
．
』
．

１
．
２
．
３
．
４
．
５
．
６

３
－
３
．
３
．
３
．
３
．
３

Ｋ
。
Ｋ
や
Ｋ
亜
Ｋ
》
Ｋ
－
Ｋ

ｄ
恥
ｄ
恥
ｄ
胆
ｄ
》
ｄ
壷
．

dＫ３７

dＫ３８

ｄＫ３９
■●●■■■

dＫ４０

dＫ４１

ｄＫ４２

ｄＫ４３

ｄＫ４４

５
．
６
－
７
．
８
．
９
．
０
．
１

幽
一
幽
一
幽
一
幽
一
皿
一
顧
一
応

ｄ
四
．
》
ｄ
”
ｄ
唾
ｄ
』
ｄ
津
．

ｄＫ５２
砂●｡●つ●

ｄＫ５３

ｄＫ５４
■一一一●一

dＫ５５

６
．
７
．
８
．
９
．
０

噸
一
顧
一
噸
一
噸
一
噸

ｄ
》
ｄ
》
ｄ
幸
ｄ
毒
．

dＫ６１

指宿市十山川町

山川町十開聞町

開聞町十穎娃町

指宿市十喜入町

喜入町十穎娃町

指宿市十山川町十開聞町

指宿市十喜入町十山川町
■＝■＝‐■＝‐■■ー■■ロロ■‐｡■■■ー■一口■■

山川町十開聞町十穎娃町

指宿市十山川町十開聞町十穎娃町
●●ゆ｡●の今ＤＣ●‐●勺毎●●●‐●■｡‐‐‐■｡●｡‐■‐●‐や一一

指宿市十喜入町十山川町十開聞町

川辺町十知覧町
申缶 ●● ｡ｃ ｃ＝ －｡ ●－ ＝● ｡｡ ●

枕崎市十坊津町

枕崎市十知覧町十坊津町

加世田市十大浦町十笠沙町

枕崎市十知覧町十川辺町十坊津町

加世田市十笠沙町十大浦町十川辺町
ゆｰや●つ◆●Ｃの｡●●●Ｃ－●②●｡｡－－－－－一色つつ＝■画亡＝－－＝－■

加世田市十笠沙町＋坊津町十川辺町

加世田市十知覧町十川辺町十大浦町十笠沙町

枕崎市十加世田市十川辺町十坊津町十大浦町十笠沙町

枕崎市十加世田市十坊津町十大浦町十笠沙町

串木野市十市来町

金峰町十吹上町十日吉町
■｡■－‐｡■＝■■■■一○■■■■｡‐■■－－■■■■■■‐｡ロロ｡■■■－－－｡－｡ロロ■｡■｡■●｡●-口ロロ■■－■‐■｡｡－－｡

串木野市十市来町十東市来町

松元町十日吉町十伊集院町十郡山町
､ｰー■ー■■ー■‐■一申■ｰー■ー一‐｡ー一一■ー一年一●■‐ー■一●‐ー一年一二－－ー■｡ー一‐一－‐一つ一一ーニニーー●●■一■｡ー

吹上町十松元町十日吉町十伊集院町十東市来町

串木野市十松元町十伊集院町十東市来町十市来町

串木野市十市来町十東市来町十伊集院町十日吉町

吹上町十日吉町十松元町十伊集院町十郡山町十東市来町
p■●■｡■｡■‐■‐■■■ー‐■■■■‐■ｰ■一口ニーーー■ｰ一■■-－ｰ●｡｡ー■ｰ●ーＰ一一一二一一一手③むつむつ一一一ＣＣＣ●一つ

吹上町十日吉町十松元町十伊集院町十郡山町十東市来町十市来町

日固市郡（金峰町以外の市町村）

川内市十東郷町

川内市十東郷町十樋瞳町

川内市十東郷町十樋腿町十入来町

宮之城町十鏑田町十祁答院町十薩摩町

宮之城町十入来町十祁答院町十東郷町＋樋脇町
■■■■■■■■■｡■■■■■■ー■ー■‐ニー■ー■■■■＝■｡■■ー■‐■ニー■｡ー■今争・ニーー■

宮之城町十入来町十褐田町十記答院町十薩摩町

宮之城町十入来町十鶴田町十記答院町十薩摩町十樋脇町

長島町十束町

阿久根市十長島町十束町

出水市十野田町十高尾野町

阿久根市十野田町十高尾野町

阿久根市町十野田町十高尾野町十出水市

阿久根市十出水町十高尾野町十長島町十束町

吉松町十栗野町

横川町十牧園町
■ ロロ ■ー ■ー ■■ ｡‐ ■■ ｡■ ■■

国分市十福山町

国分市十隼人町十福山町

国分市十霧島町十福山町

栗野町十横川町十牧園町

栗野町十横川町十牧園町十吉松町
■ ● ｡ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ‐ ■●＝■ロ■●‐つ●●つ●｡●●｡‐一つや｡一一◆手一ヰーニ｡－－口■一一‐｡一二■｡■●一‐ー凸一

国分市十.隼人町十霧島町十福山町

蒲生町十姶良町十加治木町十隼人町
●●●●●●●●●ロロ●●●●●－ロー●ｰウ●一一●一｡●●ウニ■一Ｃａ‐ー■

蒲生町十姶良町十加治木町十溝辺町

吉松町十栗野町十横川町十牧園町十溝辺町
Ｂ ● ● － ｡ ● ● ｡ ● ● ｡ ‐ ● ● ① ｡ 辛 ● ニーロ‐■■■■■｡｡｡争●●｡‐‐‐つ‐‐●‐つつ今一

国分市十隼人町十牧園町十霧島町十福山町

蒲生町十姶良町十加治木町＋溝辺町十隼人町
●凸、｡■｡■■■●｡｡■｡＝●やの‐｡~一つ‐■‐｡ｰ‐ー■ロロ■‐ー■一口■‐■ー■ーー＝‐

蒲生町十姶良町十加治木町十溝辺町十横j１１町

吉松町十栗野町十横川町＋牧園町十溝辺町十霧島町

国分市十吉松町十栗野町＋横川町十牧園町＋隼人町十露島可十福山町

国分市十蒲生町十姶良可十加治木町十溝辺町十隼人可十房島町十福山町

姶良市郡（国分市，福山町以外の市町村）

１

１

３

１

１
。
１

２
一

１

２
口

１

２
－
３
今
４

１
管
１
．
１
．
１
・
１

１
。
１

１

１

２

１
．
１

１

１

１

２

１
．
７
．
３
今
４
言
１
言
８

１

２

３
．
４

１
。
１
●
１

１

１
．
１
．
１
．
１
．
１
．
３
．
４

１
．
１

１
．
１

１

１

１

１

２

１

県 市郡 凡例 Ｄ型に属する施股圏域を構成する市町村の組み合わせ 施股圏域数

鹿
児
島
県

姶良

曽
於
市
郡

肝
属
市
郡

８

dＫ６２ 姶 良 市 郡 （ 霧 島 町 以 外 の 市 町 村 ） ．

３
．
４
．
５
．
６
．
７
．
８

錘
一
睡
一
芯
一
雑
一
睡
一
姉

財部町十末吉町

輝北町十大隅町十松山町
ｐ■‐●●●●●●●｡●｡｡●ー｡⑪■‐令一●や‐‐■

末吉町十大隅町十松山町

志布志町十有明町十大崎町

財部町十末吉町十松山町十大隅町十輝北町

曽於市郡（有明町以外の市町村）

dＫ６９ 曽於市郡（財部町以外の市町村）

７
．
７
．
７
．
７
．
７

０
．
１
．
２
．
３
．
４

砿
一
巡
一
噸
一
“
一
巡

垂水市十鹿屋市

垂水市十鹿屋市十吾平町

大根占町十根占町十佐多町

大根占町十根占町十田代町十佐多町
のウウ｡●●‐ウー｡■■ウ■＝‐■■■■■■■■‐‐■■■申■■■｡■■一ーａ

串良町十東串良町十高山町十内之浦

dＫ７５ 大根占町十根占町十田代町＋佐多町十垂水市

ｄＫ７６
いつ争争●●

dＫ７７

串良町十東串良町十高山町十内之浦十吾平町

垂水市十鹿屋市十串良町十東串良町十高山町十内之浦十吾平町

ｄＫ７８
ｂＣ－－｡■

dＫ７９

肝属市郡（商山町，吾平町以外の市町村）
トー●●◆ＤＣＣ｡●◆●●●‐●●｡｡●｡●画●｡●｡｡■●■■●■ロー■づつ■■■■■｡■■■●■■■●■■■■■■－－口■■■■■‐一

肝属市郡（垂水市以外の市町村）

組み合わせ数79通り

１

１
．
１
管
１
．
５
．
３
．
１

１

１

１

１

６

１

１

６
一

１

１
．
１
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宮
崎
県

東
臼
杵
市
郡

児
湯
市
郡

西
鯖
県
市
郡

淵
鼎
郡

南

那珂

５

１
『
２
》
３
『
４

岬
一
岬
一
岬
一
岬

日向市十門川町十東郷町十北郷村＋西郷村十南郷村十諸壕村十椎葉村

延岡市十北浦町十北川町十北方町

日向市十門川町十東郷町

延岡市十日向市十北浦町十門川町

５
》
６
『
７

岬
一
畑
一
岬

東臼杵市郡（椎葉村と賭塚村以外の市町村）

日向市十門川町十東郷町十北郷村

日向市十東郷町

dＭ８ 北郷村十西郷村十南郷村十賭塚村

dＭ９ 西郷村十南郷村十賭塚村十椎葉村

dＭ１０

ｄＭｌｌ

ｄＭ１２

ｄＭｌ３

ｄＭ１４

ｄＭ１５

西都市十西米良村

都農町十木城町十川南町十高鍋町十新富町

都農町十川南町

都農町十木城町＋川南町十高鍋町

西都市十都農町＋木城町十川南町十商鍋町十新窟町

西都市十木城町十高鍋町十新富町

dＭ１６ 木城町十高鍋町十新窟町

dＭ１７ 木城町十高鍋町

dＭ１８

dＭ１９

dＭ２０

小林市十野尻町十高原町十須木村

小林市十野尻町十高原町

野尻町十高原町十須木村

dＭ２１

dＭ２２

dＭ２３

都城市十高城町十山之口町十山田町十三股町

都城市十高城町十山之口町十三股町

高崎町十山田町

dＭ２４

dＭ２５

日南市十北郷町十南郷町

串間市十南郷町

組み合わせ数25通り

1０

９
．
２
．
１

１
．
１
．
１

１

１

５
．
５
今
３
．
２
．
１
．
１

１

１

２

１

１

１

１

１

９

１

“

大
分
県

西

国東

東国東

速見

大
分

北侮部

南

海部

大
野
市
郡

日田

７

dＯ１ 豊後高田市十大田村

ｄＯ２ 香ケ地町十真玉町

dＯ３ 国見町＋国東町＋武蔵町十安岐町

dＯ４ 杵築町十日出町十山香町

dＯ５ 大分市十狭間町十庄内町十野津原町

dＯ６ 狭間町十庄内町十野津原町

dＯ７ 臼杵市十津久見市

dＯ８ 鏑見町十米水津村

dＯ９ 弥生町十本匠村十直川村

dＯ１０ 犬飼町十三重町十大野町十朝地町十緒方町十千趣村十清川村

dＯ１１ 犬飼町十野津町十三通町十大野町十千趣町十清川村

dＯ１２ 犬飼町十野津町十三通町十千歳村

dＯ１３ 犬飼町十三重町十千賎町十清川村

dＯ１４ 大野町十朝地町十緒方町十滴川村

dＯ１５ 中津江村十上津江村

組み合わせ数15通り′

１

１

３

４

１

３

４

１

１

１

１

１

１

１

１

錨



わせによ り構 成さ れる施設圏域数を示す。（１）

三県共に同じ組み合わせにより構成される施設圏域大分県

の最大数は３圏域であり，Ｄ型と比較すると少ない。 西国東郡十宇佐郡十下毛郡・大分郡十北海部郡（１）

同じ市町村区域の合併形態でも，市郡区域境界を横断である。なお，（）内の数字は郡区域の各組み合わせ

して設定される施設圏域より市郡区域内に設定されるにより構成される施設圏域数を示す。

施設圏域のほうが多くの施設項目に共通する組み合わ鹿児島県，大分県共に，どの組み合わせも１施設圏

せにより構 成さ れて いることがわかる。域だけにみ ら れ る 構 成 で あ る 。

５－６．Ｆ型（郡区域合併型）に属する施設圏域５－７．Ｇ型（市郡区域合併型）に属する施設圏域

Ｆ型に属する施設圏域を設定している施設項目およＧ型に属する施設圏域を設定している施設項目およ

びそれらの圏域を構成する郡区域の組み合わせは【表ぴそれらの圏域を構成する市郡区域の組み合わせは

11】に示す通りである。この表が示すように，Ｆ型に 【表12】（各組み合わせ凡例【表13】）に示す通りであ

属する施設圏域を構成する郡区域の組み合わせは，る。この表が示すように，Ｇ型に属する施設圏域を構

鹿児島県成す る 市 郡 区 域 の 組み合わせは，

鹿児島郡十日置郡・薩摩郡十出水郡・伊佐郡十姶良郡鹿児島県

【表10】市町村区域の組み合わせ凡例一Ｅ型一

友情・高附・板井・関屋：鹿児島県/宮崎県/大分県における施設・サービス圏域と行政区域の関係について１３９

県 凡例 Ｅ型に属する施般圏域を梼成する市町村の組み合わせ 飽般圏域数

鹿
児
島
県

１
．
２
．
３

Ｋ
－
Ｋ
－
Ｋ

ｅ
．
ｅ
・
０

揖宿市郡十知覧町

抑宿市郡十川辺市郡十金峰町

御宿市郡十川辺市郡十日囲市郡（串木野市以外の市町村）

４
二
５

Ｋ
一
Ｋ

⑥
。
０

揖宿市郡十川辺市郡十鹿児島市郡十日冠市郡（串木野市以外の市町村）

抑宿市郡十川辺市郡十鹿児島市郡十日圃市郡十伊佐市郡十姶良市郡十垂水市

0Ｋ６
｡■■■I

ｏＫ７

喜入町十鹿児島市郡十松元町十郡山町

喜入町十鹿児島市十松元町十郡山町十桜島町

８
つ
９

Ｋ
一
Ｋ

⑧
。
０

開聞町十穎娃町十知覧町＋枕崎市十坊津町十笠沙町十大浦町十加世田市

川辺市郡十金峰町

eＫｌＯ 川辺市郡十金峰町十吹上町

eＫｌｌ 加世田市十大浦町十笠沙町十金峰町

eＫｌ２ 加世田市十大浦町十笠沙町十金峰町十吹上町

eＫｌ３ 加世田市十大浦町十笠沙町十金峰町十吹上町十川辺町

０Ｋ１４
の ｡ ● 幸 一

eＫｌ５

加世田市十大浦町十笠沙町十金峰町十川辺町十知寛町

鹿児島市郡十日匝市郡（串木野市以外の市町村）

cＫｌ６ 鹿児島市郡十吹上町十日吉町十松元町十伊集院町十東市来町十部山町

eＫｌ７ 吉田町十桜島町十姶良市郡

ｅＫ１８
｡｡●●ｃ

ｅＫｌ９

０
．
１
．
２
－
３
．
４
．
５
》
６

２
．
２
．
２
．
２
．
２
．
２
．
２

Ｋ
函
Ｋ
一
Ｋ
一
Ｋ
》
Ｋ
－
Ｋ
－
Ｋ

ｅ
。
ｅ
》
ｅ
今
ｅ
や
ｅ
今
８
。
０

吉田町十蒲生町十姶良町十加治木町

吉田町十蒲生町十姶良町十加治木町十溝辺町

串木野市十川内市

串木野市十薩摩市郡十出水市郡十伊佐市郡

串木野市十市来町十薩摩市郡十出水市郡

串木野市十市来町十東市来町十日吉町十吹上町十金蜂町十川辺町十川内市

串木野市十薩摩市郡十出水市郡

伊佐市郡十吉松町十栗野町
■ ‐ ■ ■ ｡ ｡ ‐ ＝ ｡ ｡ ■ ■ ■ ＝ ＝ ‐ ＝ ■ 画 ■ ＝ ■ ー 一 口 I

伊佐市郡十個田町十薩摩町

ｅＫ２７
● ● ● ロ ウ

eＫ２８

ｅＫ２９
‐ ■ ■ ■ －

eＫ３０

伊佐市郡十吉松町十栗野町十横川町十牧園町

伊佐市郡十薩摩町十記答院町十吉田町十蒲生町十姶良町十加治木町十

溝辺町十竿人町十吉松町十栗野町十横川町十牧園町

国分市十隼人町十霧島町十福山町十輝北町

吉松町十栗野町十横川町十牧園町十霧島町十財部町

ｅＫ３１

ｅＫ３２

ｅＫ３３

ｅＫ３４

ｅＫ３５

ｅＫ３６

ｅＫ３７

eＫ３８

溝辺町十姶良町十加治木町十蒲生町十吉田町十桜島町

曽於市郡十東串良町

曽於市郡十肝属市郡（垂水市以外の市町村）

財部町十北諸県市郡（宮崎県）

輝北町十肝属市郡

庫北町十肝属市郡（垂水市以外）

志布志町十有明町十大崎町十東串良町十高山町十内之浦町

山川町十指宿市十喜入町十鹿児島市十桜島町十姶良町十加治木町十隼人町十

国分市十福山町十垂水市十鹿屋市十大根占町十根占町十佐多町

組み合わせ数38通り

２

３

２

２

２

“

宮
崎
県

ｌ
『
２
－
３

Ｍ
一
Ｍ
一
Ｍ

ｅ
・
０
．
０

eＭ４

eＭ５

eＭ６

eＭ７

西臼杵市郡十延岡市十北浦町十北方町十北川町

西臼杵市郡十錯塚村

延岡市十日向市十高千穂町十日之影町十北川町十北方町十東郷町十

北郷村十西郷村十南郷村

延岡市十北浦町十北』 1町十５ ;方町十日之影町

東毎町十郁展町十木＄ 1町十１ I南町十高鍋町

西都市十新宮町十佐二 原町． ･西米良村

児湯市郡十佐土原町

３

県 凡例 Ｅ型に属する施股圏域を構成する市町村の組み合わせ 施服函域数

宮
崎
県

ｅＭ８ 西都市十宮崎市十日南市十串間市十都良町十木城町十川南町十佐土原町十

国富町十綾町十高岡町十南郷町

eＭ９ 児湯市郡十東諸県市郡十宮崎市郡十南那珂市郡（串間市以外の市町村）

eＭ１０ 東緒県市郡十宮崎市郡十南那珂市郡十西都市十新直町十西米良村

ｅＭｌｌ
■ ｡ ■－■

eＭｌ２

国富町十高岡町＋清武町十田野町

東諸県市郡十宮崎市十清武町十田野町

eＭｌ３ 東開県市郡十宮崎市郡十南那珂市郡（串間市以外の市町村）

４
．
５
．
６

１
。
１
。
ｌ

Ｍ
－
Ｍ
－
Ｍ

Ｏ
。
ｅ
・
ｅ

eＭｌ７

西諸県市郡十西都市

西諸県市郡十北諸県市郡十串間市

小林市十都城市十野尻町十高原町十高崎町十高城町十山之口町十

山田町十頭木村

北賭県市郡十財部町（鹿児島県）

組み合わせ数17通り●

２

２

２

2２

大
分
県

eＯｌ 大分市郡十速水市郡十臼杵市十佐賀関町

２
．
３
．
４

幻
一
の
一
ぬ

大分市郡十別府市十佐賀関町十直入町十犬飼町

大分市郡十別府市十北海部市郡十犬飼町十野津町十千蛍村

大分市十狭間町十湯布院町十別府市十日出町

eＯ５ 大分市郡十佐賀関町

６
．
７

幻
一
ぬ

大分市郡（湯布院町を除く）＋佐賀関町十犬飼町

大分市郡十佐賀関町十犬飼町

eＯ８ 大分市郡十佐賀関町十犬飼町十野津町十千皮村

eＯ９

eＯｌＯ

cＯｌｌ

大分市郡十佐賀関町十大野市郡十直人市郡

大分市十臼杵市十津久見市十野津町

大分市十臼杵市十本匠村十犬飼町十野津町十三虹町十大野町＋緒方町十

千趣村十清川村

eＯ１２ 臼杵市十津久見市十南海部市郡

cＯ１３ 津久見市十南海部市郡十大野市郡十直入市郡

ｅＯ１４
■｡■－■

８０１５

大野市郡十直入市郡（竹田市以外の市町村）

大野市郡（犬飼可以外の市町村）＋直入市郡

eＯｌ６ 大野市郡（犬飼町．野泳町‘千皮村以外の市町村）＋直入市郡

８０１７ 大野町十朝地町十緒方町十清川町十千旗村十直入市郡

ｅＯ１８
●申←寺■

００１９

大野町十朝地町十直入市郡
砂宇一一一一一｡－●－■＝■‐＝■＝■■一－＝ローQ

朝地町十緒方町十直入市郡

eＯ２０

ｅＯ２１

ｅＯ２２

ｅＯ２３

玖珠市郡十渦布院町十耶馬渓町

玖珠市郡十日田市郡（日田市以外の市町村）

日田市郡十山国町
Ｐ ■ ｡ ■ ‐ ■ ■ ■ ‐ ■ ■ ‐ ｡ ■ ｡ ｡ ■

下毛市郡十玖珠町

別
一
妬
一
妬
一
”

ぬ
》
ぬ
》
ぬ
》
ぬ

下毛市郡十宇佐市郡十西国東市郡十国見町十姫島村

宇佐市郡十西国東市郡十山香町

宇佐市郡十西国東市郡十東国東市郡十杵築市

西国東市郡十国見町十姫島村

唖
一
秘
一
御

eO31

西国東市郡十国見町

香ケ地町十真玉町十東国東市郡十杵築市

大田村十安岐町十杵築市十日出町十山香町

東国東市郡十速水市鄭（杵築市，別府市以外の市町村）

eO32 東国東市郡（国見町，姫島村以外）＋速水市郡（別府市以外）

eＯ３３ 国東町十武蔵町十安岐町＋杵築市十日出町

eO34 別府市十日出町十山香町十過布院町

組み合わせRk34通り

２

２

３

２

２

I

２

４１



＊６；Ｆ型に属する施股圏域数/各施設項目の総圏域数

140

設圏域構成一Ｇ型

9Ｋ１０．９Ｋ１１(5)，ｇＫ８(4)，ｇＫ１(2)，９Ｋ２．９Ｋ３．

９Ｋ４．９Ｋ５．９Ｋ６．９Ｋ７．９Ｋ9(1)

宮崎県

gM5(11)，ｇＭ１(8),ｇＭ７(5)，９Ｍ2,9Ｍ３(2)，ｇＭ４・

【表11】施設圏域構成一Ｆ型一

gM6(1)

大分県

901(13)，gO9(7)，gO6(5)，gO8(4)，ｇｏ3.9011.

9013.9016(3)，９０２．９０４．９０５．９０７．９０１０．

９０１２．9014.9015(1)

である。なお，（）内の数字は市郡区域の各組み合わ

せにより構成される施設圏域数を示す。

鹿児島県は他二県に比べ，市郡区域の組み合わせが

共通している施設圏域が少ない｡

５－８．Ｈ型（市町村区域分割型）に属する施設圏域

Ｈ型に属する施設圏域を設定している施設項目およ

びそれらの圏域を構成する地域は【表14】に示す通り

である。この表が示すように，Ｈ型に属する施設圏域

を構成する地域は主に市区域を分割した地域である。

また，複数の施設圏域にみられるＨ型に属する施設圏

域を構成する地域は，鹿児島県の警察署圏域と商工会

議所・商工会圏域においてみられる鹿児島市分割地域

【表13】市郡区域の組み合わせ凡例一Ｇ型一

鹿児島大学工学部研究報告第３７号（1995）

＊ ／ 項目の総圏域数

県 凡例 Ｅ型に風する施設圏域を栂成する市町村の組み合わせ 捻般西域数

鹿
児
島
県

Ｋ
『
Ｋ
『
Ｋ
配
Ｋ

ｇ
Ｃ
ｇ
・
ｇ
Ｃ
ｇ

ｇＫ５

ｇＫ６
■■－口■

ｇＫ７

批宿市郡十川辺市郡

御宿市郡十鹿児島市郡

御宿市郡十鹿児島市郡十日瞳市郡

御宿市郡十川辺市郡十鹿児島市郡十日置市郡

御宿市郡十川辺市郡十鹿児島市郡十日置市郡十薩摩市郡十

出水市郡十伊佐市郡十姶良市郡

鹿児島市郡十日置市郡

鹿児島市郡十伊佐市郡十姶良市郡
８
｝
９

Ｋ
－
Ｋ

ｇ
Ｃ
ｇ

薩摩市郡十出水市郡

薩摩市郡十出水市郡十伊佐市郡

ｇＫ１０
‐■‐‐■

gＫｌｌ

伊佐市郡十姶良市郡
●◆｡ｰや●●●●●◆‐■｡●‐◆｡‐●○

曽於市郡十肝属市郡

組み合わせ数11通り

２

１

１

１

１
．
１

４
●

１

５
．
５

2３

宮
崎
県

gＭ１

９Ｍ２

３
－
４

Ｍ
一
Ｍ

ｇ
唖
９

西臼杵市郡十東臼杵市郡

児 §市郡十東諸県市郡十宮崎市郡

児 §市郡十東諸県市郡十宮崎市郡十南那珂市郡

児渦市郡十東諸県市郡十宮崎市郡十西諸県市郡十

北諸県市郡十南那珂市郡

gＭ５ 東諸県市郡十宮崎市郡

９Ｍ６ 東諸県市郡十宮崎市郡十南那珂市郡

gＭ７ 西諸県市郡十北賭県市郡

組み合わせ数７通り

８

２

２

1

1１

１

５

鋤

大
分
県

gｏｌ 玖珠市郡十日田市郡

ｇｏ２ 玖珠市郡十日田市郡十下毛市郡十宇佐市郡十西国東市郡十

東国東市郡

9０３

４
『
５

ゆ
一
餌

玖珠市郡十日田市郡十下毛市郡十宇佐市郡十西国東市郡十

東国東市郡十速見市郡

日田市郡十下毛市郡十宇佐市郡十西国東市郡

下毛市郡十宇佐市郡
が
一
釦
一
が
一
が
一
郵
一
抑

下毛市郡十字佐市郡十西国東市郡

下毛市郡十字佐市郡十西国東市郡十東国東市郡十速見市郡

宇佐市郡十西国東市郡
一ロロ■ー一ニーー＝■‐■■■ー⑤＝■●一つ⑪●

東国東市郡十速見市郡

東国東市郡十速見市郡十大分市郡十北海部市郡

大分市郡十北海部市郡

gｏｌ２ 大分市郡十北海部市郡十大野市郡十直入市郡

９０１３
■一二二■

9０１４

大分市郡十北海部市郡十南海部市郡十大野市郡十直入市郡

大分市郡十北海部市郡十南海部市郡十大野市郡十直入市郡十

玖珠市郡十東国東市郡十速見市郡

9０１５ 南海部市郡十大野市郡十直入市郡

gＯｌ６ 大野市郡十直入市郡

組み合わせ数16通り

1３

１

３

１
雪
１

５
吟
ｌ
Ｃ
４
Ｃ
７
ｃ
１
・
３

１

３
‐

１

１

３

4９

施設・サービス項目 ＊７ Ｃ型に属する施般圏域を栂成する市翻区域の組み合わせ

鹿
児
．
島
県

蚕業指導所

家畜保健衛生所

県税事務所

国民金融公庫

社会保険（国民年金）

東本願寺

背果物流通圏

社会保険（厚生年金）

患者輸送タクシー

NTI,（市外局番）

税務署

耕地事務所

12項目

4/４

4/６

3/６

2/２

2/４

2/６

1/３

l/４

1/４

1/６

1/９

l/９

23圏域

gＫ４，９Ｋ８，９Ｋ１０，９Ｋ1１

９Ｋ１ ９Ｋ6．ｇＫ８，ｇＫ１０

gＫ３ ｇＫ８，ｇＫ１０

gＫ５ ｇＫ１１

gＫ７ gＫ１１

９Ｋ１ ９Ｋ９

９Ｋ８

gＫ１１

９Ｋｌｌ

gＫ１０

９Ｋ1０

gＫ２

組み合わせ数11通り

宮
崎
県

家畜保健衛生所

患者輸送タクシー

商工労政事務所

国民金融公庫

法務局

福祉事務所

税務署

児童相談所

社会保険（厚生年金）

食肉衛生所

公共職業安定所

県税事務所

農林振興局

教育事務所

２次医療圏

ＮＴＩ,（営業所）

視馬覚ライブラリーセンター

保健所

公立学校学区

消防組合

20項目

3/３

3/３

3/４

2/２

2/５

2/５

2/６

l/３

1/４

1/６

l/７

1/７

1/７

1/７

l/７

l/８

l/９

l/1０

1/1１

1/2１

30囲域

９Ｍ１’９Ｍ３，９Ｍ７

gＭ１ gＭ３，ｇＭ７

gＭ１ gＭ２，ｇＭ７

gＭ１ ９Ｍ４

gＭ２ ９Ｍ７

gＭ６ ｇＭ７

gＭ１ gＭ５

９Ｍ１

gＭ１

９Ｍ１

９Ｍ５

９Ｍ５

gＭ５

９Ｍ５

gＭ５

gＭ５

gＭ５

gＭ５

gＭ５

gＭ５

組み合わせ数７通り

大
分
県

教育事務所

視聴覚ライブラリーセンター

県税事務所

家畜保健衛生所

青果物流通圏

ＮＴＩ,（営業所）

公共職業安定所

税務署

蚕業指導所

児童相談所

病害虫防除所

国民金璽公庫

社会保険事務所

簡易裁判所

医療圏

患者輸送タクシー

地方家庭裁判所

消防組合

18項目

5/６

5/６

5/７

4/４

4/５

3/５

3/８

3/９

2/２

2/２

2/２

2/２

2/４

2/９

2/1０

1/３

1/６

1/1５

49圏域

９０１，９０６，ｇｏ9，９０１１，９０１６

ｇｏ１ gO6 9０９，９０１１，９０１６

ｇｏ１ ９０８ ｇｏ9，９０１１，９０１６

ｇｏ１ ９０６ gOlO，ｇＯｌ５

ｇｏ１ ９０６ 9０９，９０１２

９０１ 9０６ 9０９

ｇｏ１ gＯ８ gＯ９

９０１ 9０８ 9０９

ｇｏ３ 9０１３

go４ gｏｌ４

9０３ gＯ１３

9０３ 9０１３

ｇｏ１ gＯ７

９０１ 9０５

ｇｏ１ gＯ８

ｇｏ２

９０１

ｇｏ１

組み合わせ16通り

施設・サービス項目 ＊６ F型に属する施設圏域を欄成する郡区域の組み合わせ

鹿
児
島

福祉事務所

1項目

3/1９

3圏域

鹿児島郡十日置郡

薩摩郡十出水郡
‐一｡与一｡←‐－つ一一‐＝一一■

伊佐郡十姶良郡

組み合わせ数３通り

大
分

福祉事務所

1項目

2/１７

2圏域

大分郡十北海部郡

下毛市郡十宇佐郡十西国東郡

組み合わせ数２通り



＊８；Ｈ型に瓜する雄
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る施設圏域と同様に，その大部分は行政区域同士の組

み合わせにより構成されており，その組み合わせは各

施設圏域によって全て異なる。

６．行政区域の歴史的変遷

各県ごとに，郡（市郡）区域，市町村区域といった

行政区域が歴史的にどのような成立過程を歩んできた

かを文献調査により明らかにする。

6-1．市郡区域の歴史的変遷

市郡区域とは現在の行政区域の制度としては存在せ

ず，市が郡から独立する以前の郡区域のことを指す。

その現在の市郡区域の区画がほぼ確定したのは鹿児島

県・宮崎県において明治29年，大分県においては明治

11年のことである。郡制度が地方行政制度として初め

て制定されたのは古く７世紀の律令制下であり，封建

制に移行した中世・近世においては単に地理的名称と

なっていた。しかし藩政時代の制度の徹底的な解体そ

して近代化を目指す明治政府により，明治12年の郡区

町村編成法に基づいて県と町村の中間的役割を担う行

政区域として，郡は再び復活した。その後，地方自治

体として郡制は施行されたが，大正10年において廃止

に至り，郡は再び単なる地理的名称となった。

そこでこの市郡区域の歴史的変遷を県別にみる。

【表17】【表18】【表１９】

-ｊのみである。

５－９．１型（その他・市郡内）に属する施設圏域

Ｉ型に属する施設圏域を設定している施設項目およ

びそれらの圏域を構成する行政区域と行政区域以外の

地域の組み合わせは【表15】に示す通りである。この

表が示すように，Ｉ型に属する施設圏域は鹿児島県の

郵便番号圏域以外全て市町村区域もしくは市町村区域

の複数合併に市町村区域を分割した地域を組み合わせ

た構成になっており，Ｉ型に属する施設圏域でさえ行

政区域を基準として設定されている感が否めない。ま

た，その組み合わせは各施設圏域によって全て異なる。

5-10.Ｊ型（その他・市郡境界横断）に属する施設

圏域

Ｊ型に属する施設圏域を設定している施設項目およ

びそれらの圏域を構成する行政区域と行政区域以外の

地域の組み合わせは【表16】に示す通りである。この

表が示すように，Ｊ型に属する施設圏域もＩ型に属す

【表14】施設圏域構成一Ｈ型一

【表15】施設圏域構成一Ｉ型一

施設圏域構成一Ｊ型一【表16】

誼/各施股項目の唾四埋垂

散/各施股項目の緯困域敗盈/各飽股項目の錘重電垂＊９

施Ｉ t・サービス項目 本１０ Ｊ型に嵐する胞殴圏域を樽成する地域の組み合わせ

鹿
児
島
県

郵便替号区域

社会保険

(厚生年金）

東本■寺

NTT（市外局番）

伝染痢隔陵病舎

宅田便(ヤマト週③

7項目

7/2９

2／４

2／６

2／６

1／９

1/2７

16薗域

抑宿市団十知区町の一部十鹿児局市の一筋
一一一一一一｡｡‐‐｡一‐｡■■｡■■■■●●ｰ‐‐ー中一｡｡②●｡‐◆●●争争●■●｡■■■■●｡●‐‐●寺宇寺亡宇

金鋒町十吹上町十松元町の一部十日吉町の--．邸
■｡｡‐｡‐‐｡｡｡●■｡■■■＝＝■＝－｡－‐守一●や①｡●●‐｡●｡●申一色｡｡ー一■｡｡'■■‐■｡口●苧｡＝‐｡＝一一Ｐ全企一一一｡｡q

市来町十車市来町＋伊集院町＋日吉町の－－郎十松元町の一郁十鹿児局市の一部

圃山町十吉田町十帳島町十鹿児島市の一部

阿久根市十長島町十束町十川内市の一郎

国分市十毎局町十福山町十財部町十唾水市の一郎

埠北町の一部十座圏市の一部

伊佐市郡十姶良市廊十吉田町十桜島町十鹿児島市の一郎（甲突川以北十束桜島）

挽宿市邸十川辺市郡十日侭市邸（串木野市以外）＋鹿児島市の一部〈甲突川以南）

哩哩島市の一部（東桜島以外）＋吉田町十蒲生町十姶良町十加治木町十溝辺町十
隼人町

呼寺宇一中一Ｃ一一｡一つ｡一｡~●●｡■ロ■ー｡■■■‐＝■‐●●｡●申÷‐●一●｡の‐｡一●今●■○二｡■｡■■■｡｡●寺‐申一一｡●一一q

国分市十福山町十曽於市廊（財郎町以外）＋肝属市郡十鹿児島市一部（東桜島）

肝固市郡十志布志町十有璃町十大崎町十卸北町十大隅町十松山町十末吉町の一郎

財部町十末吉町の一部十北鯖県市郎（宮崎鼎）

曽於市郡（財部町以外）＋肝属市邸十鹿児島市の一部（東桜島）

垂水市十桜島町十鹿児島市の一部（東桜島）

組み合わせ“6通り

宮
崎
県

ＮＴｒ（市外局番）

九州江力

唇察署

員林援興局

西本■寺

保健所

公立4科交学区

7項目

4／６

4／９

3/1３

1／７

1／９

1/1０

1/1１

15麗域

西臼杵市郡十東臼杵市郡（東郷町の一部鰍く

東諸県市邸十宮崎市郡（綾町南俣の一部鰍<）＋新宮町の一部
B－一一■｡｡‐｡｡‐■ー②ニー■‐ロロ■I■■■■‐■■｡‐一一｡ー凸●●の②‐②一●③今●｡｡｡｡■■■｡‐守宇むつ●＝‐ーニー■ー｡■‐

西賭県市郡十綾町南俣の--.部
ｐ●－■わむ幸つ｡‐一｡一口一一｡一一つ｡‐●●●●｡‐‐■－口｡■｡‐‐字一｡‐■‐‐Ｃ●‐●｡●一一‐ーー｡■■●②ご●や②ｃｃＣ今｡｡

北踊県市移十財部町の一部（鹿児島照）＋末吉町の一部（鹿児島鼎）

延岡市十北浦町十北川町十北方町十日之影町の一郎
■■■■－＝｡‐画一一一っの一｡‐｡●‐●｡●●●の争一一■l■ｰ■ロロ●‐■■｡■つむ幸●●●｡◆‐‐●●■■■ｰ●‐■‐寺宇一幸Ｃ午｡‐一

日向市十門川町十東郷町十北郷村十西郷村十南郷村十席塚村十木城町の一部十
､椎葉村の一郎以外
■甲一一一一一一‐‐｡つ‐一◆今一ロ‐‐■｡■■ロロ■■■■■■＝字一｡や●●｡‐①‐●●●の｡●｡■■｡'■■｡■つー②＝●｡＝争●‐■‐－０

西都市十佐土原町＋西米良村十椎蒙村の一部
B＝－－－争一一｡争手｡◆ロ‐■■‐‐‐■一口■■■■‐ウ＝＝●幸一色一一Ｃ‐Ｃ‐●●‐●凸凸一■｡｡■｡｡■守寺宇由Ｃｅ●ーー｡｡｡｡‐■q

東節県市郡十宮崎市十清武村十田野町十野尻町の一郎十高城町の一部

日向市十東郷町十北郷村十西郷村十南郷村十賭塚村十櫨藁村の一郎以外
■■■‐－■＝－－＝－＝■つやむ●②‐‐‐‐●■◆‐●｡‐｡｡｡■■■●｡■‐＝｡｡‐●◆争●●一つ●申一一一｡■■‐｡｡'■‐‐幸｡●｡一年q

西祁市十西米良村十椎秦材の--.部
■■ロロ■■－画■＝－－－一寺つ｡一一一一●●●◆●一二争一｡■■｡｡｡｡■｡‐‐ロ写◆‐●‐｡●一手ゆ二一●‐■■■｡｡●守寺一一‐●争凸q

東節鼎市郡十須木村の－邸

児湯市配十機葉村の－邸

西都市十佐士頃町十西米良村十木城町の一部

西都市十新宮町十西米良村十椎秦材の一部

極展町十木城町十川南町十高鱗町十斬宮町十東郷町の一部

超み合わせ散15通り

大
分
県

ＮＴＴ（市外局番）

医障会

2頭目

2／８

1/1７

３轟域

前津江村の一部（柚木）地区

玖珠市鹿十日田市移（柚木地区を除く）

大分市の一部（大在．坂の市地区）＋佐賀岡町

組み合わせ数３通り

緒Ｉ ｔ・サービス項目 ＊８ Ｈ型に風する施股圏域を構成する市町村分制地域

鹿
児
島

蝿便番号区域

宅配便（ヤマト

窟Ｔ会塵所・商

替寮署

4項目

8/2９

6/2７

4/7３

1/2２

19麗雄

加世田市分創地埋．鹿児島市分割地域-a,b，串木野市分削地域-a.b，

川内市分割地域一a.b･鹿囲市分削地壌

鹿児島市分嗣地域c,｡‘e,f’9.ｈ

鹿児島市分創地蛾-i,ｊ･川内市分飼地hRc,｡．

鹿児島市分創地域-〕
C OGb進逮

大
分

ＪＡ

■察署

医障会

３劇目

5/3４

2/1８

1/1７

8圏蛾

ａ
○
ｂ
ａ

一
一
一

趣
幽
幽

割
劇
割

分
分
分

町
町
市

孟
重
田

九
九
日
日田市の分創地域-ｂ

耶鳳渓町分創地域

大分市分飼地域

大分市分創地域

ａ
も
ｂ

一
。

大分市分劉地hR-c

8幼域

範Ｉ ｔ・サービス頃目 ＊９ I型に風する瞳鐙圏埋を樽成する地域の組み合わせ

鹿
児
島
鼎

艶便番号区域

曽察層

２項目

7/1９

2/2２

9圏域

川辺町十知宜町の一部
一■■一■■■＝‐＝■■■－口＝■■

坊津町十大浦町の一部

笠沙町十大浦町の一部十加畿用市の一郎

末吉町十大隅町十坪北町の一部十大崎町の一部

志布志町＋松山町十有明町十大崎町の一部

垂水市の一郎十鹿困市の一郎

大根占町十根占町十田代町十佐多町十鹿屋市の一部

吉田町十鹿児島市の一郎

桜島町十鹿児島市の一郎（鹿児島市中央十束桜島）

組み合わせ散９通り

宮
崎
県

九州虹力

替寮暑

堀湾事務局

NTT（市外局各）

良林擾具局

西本■寺

保健所

公立学佼学区

８項目

4／９

4/１３

1／６

1／６

1／７

1／９

1/1０

l/1１

14圃域

高千穂町十五ケ瀬町十日之影町の一部

極裏町十川南町十高錨町十新宮町十木城町の中ノ叉以外
トーＣ一●ｰ｡今◆今一凸一●◆凸卓一一一今年－‐ニニー勾一●◆ニーＣ●●｡｡②●今●年●●今●字や字句●●③｡●●●やＣ－－－｡◆●

えびの市十小林市十高原町十須木町十野尻町の一部以外

都城市十高原町十高崎町十山之口町十三段町十高城町の一部以外

都良町十川南町十高鱗町十新宮町十木域町の中ノ叉以外

宮崎市北郁十佐土原町

宮崎市南筋十滴武町十日野町

小林市十野尻町十高原町十須木村西筋

日南市十南郷町十串間市の一部

西SE市十都度町十木域町十川南町十高飼町十新宮町の一部以外十西米良村の一部以外

延岡市十日向市十北浦町十北川町十北方町十門川町十東郷町十北鐸村十

西郷村十南郷村十節塚村十椎葉村の一部以外

毎員町十川南町十高儀町十新宮町十木城町の一郎以外

日向市十門川町十束鐸町十北郷村十西郷村十南郷村十節埋村十桧棄村の一紐

日南市十北毎町十南毎町十申岡市の一郎

組み合わせ敬14通り

大
分
県

医師会

毎察署

JＡ

３裂目

1/1７

1/1８

1ﾉ3４

３醒域

大分市の一節（錨崎．明野．大南．植田地区）＋大分郡

大分市の一記（大南．植円地区）＋大分郡

中津市十三光村十本耶風渓町十耶尾渓町の－餌（下郷地区）＋山国町

超み合わせ散９通り



【表21】市町村鮒合併件数/市町柵変動/市町村減少率(宮崎県）

142

l）速見郡禍平村が大分郡へ属郡痩更

2）速見郡渦布院町・北海部郡川瀬村・大野郡今市村・直入郡阿蘇野町が大分郡へ風郡痩更
3）大野郡小野市村・砿岡村が南海部郡へ変更

鹿児島県では明治12年から明治29年まで存在してい

た郡役所の管轄区域を基準に，明治29年の郡制施行に

伴った郡の合併が行われ，宮崎県では明治１６．１７年に

郡の分割，明治29年に郡の合併が行われた。しかし明

治29年以降の98年間では，両県共に若干の境界線変更

が見られるものの，市郡区域はほぼその形態の同一性

が保たれている。更に大分県では明治32年と昭和25年

に若干の所属郡変更が見られるだけで，明治12年の郡

区町村編成法の施行以降116年間ほぼ市郡区域の同一

性が保たれている。

6-2．市町村区域の歴史的変遷

近世の藩政村に変わって明治政府による市制町村制

が施行されたのは明治22年である。市制町村制にあたっ

て政府の方針は「300～500戸をもって１村とする」も

のであった。政府の方針に添って市町村制を施行した

【表17】市郡区域［郡区域］の歴史的変遷（鹿児島県）

のは大分県のみで，鹿児島県・宮崎県においては政府

の方針によらず，新市町村区域案の策定の際に浮かび

上がった諸問題や従来の地方事情を考慮した独自の方

針で市町村制を施行した。結果，１村あたりの平均戸

数は大分県が547戸でほぼ政府の方針通り，宮崎県が

815戸，鹿児島県が1406戸にものぼり，政府の方針か

ら大きく逸脱している。

その後，各県とも離散合併を繰り返し，昭和28年か

ら同31年までの町村合併促進法による市町村大合併を

経て，現在の市町村区域に至っている｡町村合併促進

法施行にあたって政府の方針は「人口８，０００人未満の

小規模町村を合併する」ものであった。この政府の方

針に添ったのは実に強硬な態度で合併を促進した大分

県のみで，鹿児島県・宮崎県は強硬な姿勢はみせず，

それぞれの実情に即した独自の方針で緩やかな合併を

【表20】市町村鮒合併件数/市町村搬動/市町村減少率(鹿児島県）
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【表22】市町村鮒合併件数/市町村搬動/市町村減少率(大分県）

1）郡役所管輔区域２）大隅郡からの固入

【表18】市郡区域［郡区域］の歴史的変遷（宮崎県）

l）東臼杵郡諸堀村・椎策村が東臼杵郡へ属郡変更

【表19】市郡区域［郡区域］の歴史的変遷（大分県）

江戸末期 明治１２年 明 治 ２２年 大 正 １ ０ 年 昭和２５年 平成７年

国東郡 西国東配

東国東邸

西国東 郡

東国東郡

西国東郡

東 国 東 慾

西国東市郎

東国東露

西国東市郡

東国東市邸

速見郡 速見郡 速見郡，， 速見邸 速見市邸，， 速見市郡

大分郡 大分邸 大分郡 大分郡 大分市邸 大分市邸

海部郡 北海部邸

南海部郡

北海部郡

南海部郡

北 海 部 邸

南 海 部 郡

北海部郡０，

南海部市郡

北 海 部 市 郡

南海部市郡

大野郡 大野郡 大野邸 大野郡 大野郡０，０， 大 野 市 郡

直入郡 直入郡 直入郡 直入郡 直 入 邸 ０ ， 直 入 市 郡

玖珠郡 玖珠郡 玖珠郡 玖珠郡 玖珠郡 玖珠市郡

日田郡 日田郡 日田郡 日田郡 日田市郡 日田市郎

下毛郡 下毛郡 下毛郡 下毛郡 下毛市郡 下毛市郡

宇佐郡 宇佐郡 宇佐郡 宇佐郡 宇佐郡 宇佐市郡

江戸末期 明治１２年 明治２２年 明治29年 大正１０年 平成７年

鹿児島郡

谷山郡

ｌ》

鹿児島郡

谷山郡

Ｉ）

鹿児島市

谷山郡

北大隅郡0）

鹿児島

市郡

鹿児島

市郡

鹿児島

市郡

揖宿郡

穎娃郡

給禦郡

川辺郡
１１

抑宿郡

願娃郡

給禦郡

川辺郡 ｌ）

掛宿郡

穎娃郡

給業郡

川辺郡

揖宿郡

川辺郡

御宿郡

川辺邸

抵宿市郡

川辺市邸

阿多郡

日面郡 ｌ》

阿多郡

日固郡 ０１

阿多郡

日匠郡

日匠郡 日匠臨 日匠市郡

出水郡

高城郡

曜摩郡

伊佐郡

菱刈郡

’し

ｌ】

出 水邸

商城郡

箇摩郡

伊佐郡

憂刈部

００

８，

Ｉ》

出 水認

高城認

薩摩郡

南伊佐郡

北伊佐郡

菱刈郡

出水配

匿摩郡

伊佐郡

出水郡

圏摩邸

伊佐郡

出水市邸

麗摩市邸

伊佐市邸

姶良郡

桑原郡

翰噸郡

緒県郡

０】

Ｉ）

姶良郡

桑原郡

咽醗郡

賭県郡

０）

ｌ】

姶良郡

桑原郡

西翰噸郡

北咽喉郡

南諸県郡

姶良郡

翰喚郡

姶良邪

咽噸郡

姶良市郡

曾於市郡

肝属郡

大隅郡 Ｉ》

肝属郡

大隅郡 ８１

肝属郡

南大隅郡

肝属郡 肝属郡
肝属市郡

l）郡彼所管 明 治 １ ２ 年 明治１６ 年 明治１７年 大正１０年 平成７年

宮崎郡

那珂邸

宮崎邸

那珂邸

宮崎郡

那珂邸

宮崎郡

北 那 珂 郡

南那珂郡

宮崎邸

南那珂邸

宮 崎 市 邸

南那珂市翻

児湯郡 児渦邸 児湯郡 児湯郡 児湯邸 児渦市郡

臼杵郡 臼杵郡 臼杵郡 東 臼 杵 祁

西 臼 杵 郡

東臼杵邸，，

西臼杵郡

東臼杵市郡

西臼杵市郡

諸県郡 鮒県郡 北諸県 郡

南賭県郡

北 賭 県 郡 北賭県邸 北 閉 県 市 部

西諦県郡 西紺県邸 西 賭 県 市 郡

東諸県郡 東紺県邸 東節県市郡

曽於郡（鹿児島県）の一部

年
月日

Ｍ2２

4.1

Ｔｌ0

3.31

Ｓ28

9.30

S3１

9.30

Ｈ７

現在

Ｍ22以降

計

市画境界敏

を検断しな

い雄散合併

雄
散
合
併
形
式

対等合併

■入合併

一 筋 ■ 入

分村

境 界 蜜 更

計

244

０

０

０

0

244

1２

３

３

２

２１

３１

1４

６

１

３

6５

3３

９

１６

１

１

6０

３

０

８

０

２

1８

7９

2４

3３

５

８

149

市圃境界敏
を横断する

飯 散 合 併

娘
敢
合
併
形
式

対 等 合 併

■入合併

一 団 ■ 入

分村

境界変更

計

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

０

２

０

０

厚ａ

０

０

９

０

０

９

０

０

６

０

０

６

０

０

1６

０

０

1６

所風市湛 慶更 ０ ６ ０ ０ ７

市町村散

市

町村

計

０

２７９

279

259

2“

､７

1８８

195

１１

5６

6７

1１

4７

5８

闘魂
79.3％
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在し，現在は消失してしまったものを指す。

表からわかるように，旧行政区域とその形態が一致

する施設圏域は鹿児島県がＤ型とＨ型，宮崎県がＧ型，

大分県がＨ型に属する施設圏域である。宮崎県の旧臼

杵郡は現在の西臼杵市郡と東臼杵市郡を組み合わせた

ものと同じ形態であるため，この形態をとる施設圏域

が一概に旧臼杵郡の形態を適用したとはいい難いが，

鹿児島県と大分県には明らかに旧郡，旧村の形態を適

用したと思われる形態の施設圏域が存在する。このよ

うに，現在は消失してしまった旧行政区域でさえも施

設圏域に対して影響していることが窺える。

7-2．行政区域の歴史的変遷と施設圏域の関係

市郡区域・市町村区域の歴史的変遷が施設圏域に及

ぼす影響について，両者の関係を分析・考察する。

６章において，市郡区域は三県共に歴史的にみて安

定しているうえ，大正10年に郡制が廃止された後もそ

【表23】現市町村区域の成立期

行っている。結果，鹿児島県では人口8,000人未満の

33町村中合併がなされなかったのは７町村もあり，ま

た宮崎県では人口8,000人未満の32町村中合併がなさ

れなかったのは13町村にも及んでいる。

そこで平成７年現在までの市町村数の年次推移に関

し，三県を比較してみる。【表201【表21】【表22】

鹿児島県が79件の離散合併を行い市町村数109から

7１（減少率34.9％）に減少，宮崎県が52件の離散合併

を行い市町村数100から４４(減少率56.0％）に減少，大

分県においては165件の離散合併を行い市町村数279

から5８（減少率79.2％）に激減していることがわかる。

また，各県の全離散合併件数に対する市郡境界線を横

断する離散合併件数［全離合件数/横断離合件数］を

見てみると，鹿児島県で［2/79]，宮崎県では［5/52]，

大分県では［16/165］と三県共に少なく，郡制下にお

いて離散合併が市郡区域内部でほぼ行われていること

が窺え，更に郡制廃止以降においても同様の実態が窺

える。

最後に三県の現市町村区域の成立期について遡って

み る。【表23 1 【 図 ４ 】

現市町村区域のうち市制町村制が施行された明治２２

年４月１日当時に成立し，それ以降現在まで離散合併

をせずに区域の同一性を保ってきた区域の割合は，鹿

児島県が59.2％，宮崎県が52.3％，大分県はわずかに

12.1％である。また，町村合併促進法が施行された昭

和28年10月１日以降に成立した現市町村区域の割合は，

逆に鹿児島県が35.2％，宮崎県が43.1％，大分県が

82.7％である。

このように現在の市町村区域において，鹿児島県・

宮崎県は古い区域が残っている一方，大分県は実に新

しい区域が大半を占めていることがわかる。

（爪他：艶）
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４章，５章，６章で明かとなった施設圏域の形態と

行政区域の関係，施設圏域の構成内容，行政区域の歴

史的変遷それぞれの分析結果をもとに，行政区域の形

態およびその歴史的成立過程が施設圏域にいかに関与

しているか分析する。

7-1．旧行政区域と形態が一致する施設圏域

旧行政区域とその形態が一致する施設圏域について

分析す る 。【表24】

６章で明かとなったように，行政区域の中には古く

から現在に至るまでその形態が安定し，変化の無いも

のがある。そこでここで述べる旧行政区域とは過去存

霧議議鱗灘譲り欝灘雛蝋諺騨,縄叩哨竺器
寵児叫牌に謡:Ｍ２:：２総

ト■■｜～Ｆ１７現在９９９９％

蝿一Ｍ124152352.3％
”～TlO-3-31２３２３％

宮崎州思認謡:：塾汀搬

7．行政区域の歴史的変遷と施設圏域の関係
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【図４】現市町村区域（Ａ）の成立期

【表24】旧行政区域と形態が一致する施設閤域
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の枠組みが残っていること，また市町村制が公布され

た明治22年以降，市町村の離散合併が市郡区域内部で

頻繁に行われてきており，市郡境界線を超えて行われ

た離散合併はほとんどないことが明かとなった。

以上より，生活の基盤といえる地域が市郡区域内部

において形成されてきたということが窺える。つまり

市町村の離散合併をめぐる様々な住民レベルの問題を

取り上げてみても，それは市郡区域内部の住民達の問

題であり，解決策もその住民による対話の中から生ま

れるものであったといえよう。その一方で，市町村の

離散合併が市郡境界線を横断して行われなかったため

に，市郡区域内部の住民が市郡区域外部(他市郡区域）

の住民とコミュニケーションを図る機会を持ち得なかっ

たと思われる。

４章において，三県ともにＣ型（市郡区域型）に属

する施設圏域が多く，施設圏域を横断して設定されて

いる形態，即ちＥ型（市町村区域合併型・市郡境界横

断）とＪ型（その他・市郡境界横断）に属する施設圏

域が少ないことがわかったが，これは上記のような理

由が背景にあると推測される。

また三県ともに，現施設圏域には郡制が敷かれてい

た大正10年までに設定されたものはなく（設定年不明

のものを除く－【表1】参照)，全て戦後に設定され

ているにも関わらず，市郡区域が地方行政制度として

何の権力も持たない今日においても市郡区域を適用・

合併して，或いは一市郡区域の枠組みの中で多くの施

設圏域が設定されている。これは既述のように，圏域

が設定されてもそこに不都合が生じない，ある一つの

まとまった生活の基盤といえる地域が市郡区域内部に

おいて形成されてきた事が潜在的な要因になっている

と思われる。

特に大分県においてはＣ型（市郡区域型）に属する

施設圏域の割合が他９形態に属する施設圏域に比べ高

く（全施設圏域の約三割)，明治維新以降はほぼ政府

の政策方針通りに新市町村区域を規定し，ことさら市

郡区域内部での離散合併を繰り返してきたことから，

同県の施設圏域は他二県に比べ区域の変動が極めて少

ない市郡区域の形態に画一的に設定される傾向が強い

といえる。

7-3．市町村区域の成立期と施設圏域の関係

現市町村区域の成立期の新旧が施設圏域設定に及ぼ

す影響について考察する。

６章において，鹿児島県・宮崎県においては両県の

各全市町村区域の内，起源の古い市町村区域がそれぞ

れ６割・５割を占めており，一方大分県においては歴

史の新しい市町村区域が多い事が分かっている。

そこでまず，現市町村区域をその成立期により次の

ように分別する。

OZ(OLDＺＯＮＥ）：明治22年当時から現在まで離散合

併をせず区域の同一性を保ってき

た市町村

NZ(ＮＥＷＺONE）：明治22年以降に離散合併を伴って

現在の区域に至った市町村

ここで三県の現市町村区域を上記のＯZ/ＮＺに分別

した上で，Ａ型（市町村区域型）に属する施設圏域に

ついて分析する。

ＯZ，ＮＺごとの市町村区域数と施設圏域数および市

町村区域数当たりの施設圏域数の平均は値は【表25】

のとおりである。

まず町村区域をみると，町村区域数に対して施設圏

域数の平均値は，鹿児島県ではＮＺ：1.25に対しＯＺ：

1.41で，ＯＺはＮＺに対して1.13倍，大分県ではＮＺ：

1,70に対しＯＺ：1.86で，ＯＺはＮＺに対して1.09倍で

ある。この二県ではＯＺの町村区域数に対する施設圏

域数の割合はＮＺのそれよりも多いが，その差は僅か

である。一方，宮崎県ではＮＺ：2.67に対しＯＺ：３．５２

で，ＯZはＮＺに対して1.31倍と，上記二県に比べ高い

値を示す。つまり新しい町村区域よりも市制町村制の

施行時から区域の同一’性を保ってきた古い町村区域の

形態をとる施設圏域の割合が高い。

つづいて市区域をみると，市区域数に対する施設圏

域数の平均値は，鹿児島県ではＯＺ：5.50に対しＮＺ：

4.50で，ＮＺはＯZに対して0.82倍で，町村区域同様OＺ

である古い市区域の形態をとる施設圏域が多く設定さ

れている。一方その他の二県に関しては，宮崎県では

OＺ：４．００に対しＮＺ：5.75で，ＮＺはＯＺに対して1.44

倍，大分県においてはＯZは全く無く，町村区域の特

徴とは逆にＯＺよりもＮＺ，つまり古い市区域よりも市

制町村制の施行された明治22年以降に離散合併を伴っ

て現在の区域となった市区域の形態をとる施設圏域が

多く設定されている。

以上のことから，町村区域についてはＯＺである町

【表25】０Z・ＮＺの分類による市町村区域と施設圏域の関係
OＺ ＮＺ

区域数 圏域数 平均数 区域数 圏域数 平均数

鹿児島県１２市 ２ 1１ 5.50 １０ 4５ 4.50

市区域 宮崎県９市 １ ４ 4.00 ８ 4６ 5.75

大分県1１ ０ ０ 0.00 １１ 6９ 6.27

鹿児島県59町 3９ 5５ 1.38 2０ 2５ 1.32

町村区域 宮崎県35町 目 2３ 8１ 3.52 1２ 3２ 2.67

大分県47町 目 ７ 1３ 1.86 4０ 6８ 1.72

(注）平均数とは１区域当たりの平均圏域数のこと
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村は単独で各自町村区域にその形態をとる施設圏域を

設定し，町村内部において完結した業務を行っている

と推測できる。また市区域については，各市が市制を

施行しているという理由で各自市区域単独の施設圏域

を設定するというよりもむしろ，財政的に窮迫してい

る町村が施設・サービスを単独で保有するために，近

年になってあえて合併して市制を敷くという逆転の事

態が，特に宮崎県と大分県で生じているのではないか

と推測できる。

このように市町村の成立期及びOZ，ＮＺの形態をと

る施設圏域の割合は各県ごとにまちまちであることが

わかり，加えて４章で明らかとなった市町村区域を適

用した形態をとる施設圏域の特徴が施設項目個々にお

けるものであることを鑑みると，市町村区域の形態を

とる施設圏域には上述のように推測されたことが潜在

的要因として存在しており，更に市町村区域を合併し

た形態をとる施設圏域についても，その圏域を構成す

る市町村の組み合わせに影響していると思われる。

7-4．市町村区域の成立期と施設圏域を構成する市

町村区域の組み合わせの関係

６章において，ＯZの割合は鹿児島県が約６割，宮

崎県が約５割，一方大分県は１割強である事が分かっ

ている。また４章ではＤ型(市町村区域合併型・市郡内）

に属する施設圏域の割合が宮崎県・鹿児島県では大分

県に比べ高い事が分かった。このように，古い区域

(ＯZ）が残っている県ほどＤ型に属する施設圏域の割

合が高くなっている。更に５章ではＤ型に属する施設

圏域を構成する市町村の組み合わせも明かとなった。

そこで，市町村区域の成立期の新旧と，Ｄ型に属す

る施設圏域（以下Ｄ圏域と略す）を構成する市町村区

域の組み合わせの関係を分析する。【表26】

Ｄ圏域の数に対して，Ｄ圏域を構成する市町村の組

み合わせ（以下組み合わせ）の数は鹿児島県では137

圏域に対して79通り，宮崎県では63圏域/25通り，大

分県では25圏域/15通りである。鹿児島県ではＤ圏域

の組み合わせ79通りのうち57通り（72.2％）が１施設

項目だけに設定されているＤ圏域のパターンであり，

逆に８つもの施設項目に共通して設定されている同じ

q表26】市町村の組み合わせ数と一致する施設項1-1数
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組み合わせのＤ圏域もある。同様に宮崎県ではＤ圏域

の組み合わせ25通りのうち16通り（64.0％）が１施設

項目だけに設定されているＤ圏域のパターンであり，

逆に１０もの施設項目に共通して設定されている同じ組

み合わせのＤ圏域もある。一方大分県ではＤ圏域の組

み合わせ15通りのうち11通り（73.3％）が１施設項目

だけに設定されているＤ圏域のパターンであり，同じ

組み合わせのＤ圏域を共通に設定している施設項目の

数は４つしかない。

このようにＯZが多く残っている県ほど，一つの施

設圏域にしか適応されないＤ圏域となる市町村の組み

合わせ数が多く，更に同一の市町村の組み合わせにな

る圏域を設定している施設項目数も多い。つまり，施

設圏域はその設定に際し，市町村の多種多様な組み合

わせがとられる一方，施設・サービスの内容によって

は複数の施設項目に共通する施設圏域が市町村の画一

的組み合わせになっている。そしてそれはｏzである

市町村の長い歴史の中で培われた特‘性および市町村同

士のしがらみが潜在的に影響していると推測される。

８．まとめ

以上の分析により，三県共に施設圏域一般に行政区

域の影響があることが明かとなった。中でも特に市郡

区域の影響が強いことが歴史的事実と伴って明らかと

なった。だが，各県の行政区域の歴史的変遷により，

大分県には画一的・合理的な施設圏域設定が，鹿児島

県・宮'11奇県には地域の実情を加味した柔軟で多様性の

ある設定が窺えるといった，県毎の相違性も明らかと

なった。またこれには市町村の成立状況による各市町

村の特徴が関係し，市町村の合併形態をとる施設圏域

にも反映されているのではないかと推測された。更に

旧行政区域と形態が一致する施設圏域があることも確

認され，旧行政区域さえも施設圏域に影響しているこ

とが明かとなった。一方で施設圏域個々をみたときに，

歴史的事実だけでは圏域特定の特徴があらわれないも

のも浮かび上がり，今後は三県の施設項目を揃えた上

で，更に施設圏域の設定に影響があると思われる様々

な要因を考慮した分析が必要である。


